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１．下水道施設を活用した住民生活の利便性等の付加価値 

向上に関する調査 
 

（研究期間 平成 30 年度～令和 4 年度） 

下水道研究室   室   長 吉田 敏章 

研 究 官 濵田 知幸 

研 究 官 中村 裕美 

 

１. はじめに 

新下水道ビジョン加速戦略の重点項目の一つに下水道の活用による付加価値向上を掲げ、高齢化

社会等への対応として、下水道への紙オムツ受入れ可能性を検討することとした。そこで、国土交

通省では下水道に紙オムツを受け入れた場合に想定される影響ならびに実現のために必要となる検

討事項を整理し、その上で下水道への紙オムツ受入実現に向けた検討について、多角的に検討・審

議する「下水道への紙オムツ受入実現に向けた検討会（以下、検討会）」を設置している。 

紙オムツ受入にあたって、使用済み紙オムツの破砕の有無、下水道への受け入れ方の違いによっ

て、図１に示すとおり 3 つの紙オムツ受入タイプを設定している。検討会では、宅内回収する A タ

イプ等の社会実験などの検討を行っており、それらの成果が令和 5 年 3 月に報告書１）として成果が

取りまとめられた。 

一方で、破砕した使用済み紙オムツを下水道施設に受け入れる C タイプについては、下水道施設

の維持管理への影響が大きいと予想されること、紙オムツ処理装置の開発が進んでいないことから、

具体的な検討が進んでいない状況にある。 

 
図１ 紙オムツ受入タイプ 1) 
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そのような状況を踏まえ、国土技術政策総合研究所では、C タイプの紙オムツ処理装置で処理し

た使用済み紙オムツ（以下、紙オムツ破砕物）を下水道施設に受け入れた際の維持管理上の影響に

ついて、机上検討やラボ試験を行い、具体的な課題等を明らかにした。 

 

２．研究内容 

紙オムツを下水道施設に受け入れる際に、下水道施設への維持管理上の影響を明らかにするた

め、以下の検討を実施した。 

（１）紙オムツの基礎的情報の整理 

下水道施設の維持管理への影響を把握するため、紙オムツの基礎的な情報として、重量、素材等

を整理した。また、紙オムツ破砕物の各素材について、素材の形状、比重、水解性、汚濁負荷等を

調べた。更にこれらの素材の沈降性など、下水道施設内の挙動を推定するための室内実験を行っ

た。 

（２）下水道管路施設への影響 

 紙オムツ破砕物を下水道管路施設に受け入れる場合、管きょ内に堆積することで流下阻害が発生

し、清掃回数の増加や汚水の溢水というような影響が懸念される。管きょ内における紙オムツ破砕

物の挙動を把握し、維持管理上の影響を推定するため、管きょ水理模型を用いて紙オムツ試験体の

掃流状況を観測する水理実験を行った。 

（３）ポンプ場施設及び下水処理施設への影響 

 紙オムツ破砕物の素材毎のポンプ場施設及び下水処理施設内の挙動は、個別施設の構造や設備構

成・設備種類によって異なる。ポンプ場施設や下水処理施設の維持管理上の影響の検討の一例とし

て、基礎情報整理結果を踏まえ、下水処理施設規模毎に標準的な設備構成・設備種類と、基礎情報

整理結果を参考に紙オムツ破砕物の素材毎の挙動を設定した。この紙オムツ破砕物の挙動を踏ま

え、ポンプ場施設及び下水処理施設の固形物収支を試算することで、個別設備毎の維持管理項目に

ついて影響を検討した。 

 

３．研究結果 

（１）紙オムツの基礎的情報の整理 

 紙オムツの重量は、パンツタイプは 52 g～107g、テープタイプは 84g～178g、パッド類は 27g

～124g であった。素材ごとの重量は、吸収材（綿状パルプ、高吸水性ポリマー（SAP）、吸収紙）

が 5 割以上、表面材（ポリオレフィン不織布）が 3 割程度を占め、それ以外に防水材（ポリオレフ

ィンフィルム等）、伸縮材（ポリウレタン等）、止着材（ポリオレフィン等）があった。パンツタイ

プの素材毎の平均重量比率は、表面材 29.1%、綿状パルプ 42.6%、SAP15.6%、吸収紙 6.9%、防水

材 5.0%、伸縮材 0.5%、止着材 0.3%だった。 

SAP の比重は 1.6 以上であった。表面材、防水材、伸縮材、止着の比重は 1.0 未満だった。本実

験では、表面材などの比重が低くなった。試料に気泡が付着して観測され、正確に計測できなかっ

たものと推測される。化学便覧 2)においても、ポリエチレンの密度は 0.910～0.965、ポリプロピレ

ンの比重は 0.90～0.92 とあり、これらは水中に浮遊するものと考えられる。 
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写真１ 表面材 
 

写真２ 吸水材（綿状パルプ） 

 

 

写真３  吸水材（吸収紙） 
 

写真４  吸水材（SAP） 

 

 

写真５  防水材 写真６  伸縮材 

（２）下水道管路施設への影響 

下水道施設計画・設計指針と解説 3)では、管きょの流速を計画下水量に対し 0.6～3.0m/s として

おり、過年度の報告 4)では、設計流速の最低流速である 0.6m/s よりも低い流速で掃流されること

が確認された。一方で、末端管きょにおいては、流量・流速が小さい時間帯が長いが、この流量が

小さい条件では、紙オムツ破砕物の堆積により管きょ内の水深が上昇した。流量が少ない時間帯に

紙オムツ破砕物が投入されると、管きょの流路が紙オムツ破砕物で閉塞される。流量が大きくなる

と掃流されるものと考えられるが、紙オムツ破砕物の堆積量が多くなると、流下阻害が懸念され

る。また、伏せ越しを想定した水理実験では、紙オムツのうちプラスチック繊維は伏せ越し室に浮

かび、SAP 及び綿状パルプは泥溜めに堆積し、殆どが下流に流下しなかった。伏せ越しがある箇

所では維持管理負担が大きくなるものと考えられる。 

また、令和 2 年度の報告 5)では、マンホールポンプの詰まりの原因物について、長径 100mm 未

満（最小 47mm）の繊維もあり、紙オムツ破砕物が大きい場合は維持管理への影響が懸念される。 
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（３）下水処理施設への影響 

紙オムツ処理装置普及率（下水道接続人口に対する紙オムツ処理装置使用人口の比率）6.0～

23.3%の条件で、SAP、綿状パルプ及びスクリーンで回収されなかったプラスチック繊維が汚泥に

移行するものと仮定し、汚泥量を試算した（表１）。汚泥処理工程は、Case2 では濃縮－脱水、

Case3 では濃縮－消化－脱水とした。なお、SAP 及び綿状パルプについて、消化工程における分解

試験は実施していないが、BOD5 が 0.01g/100g（紙オムツ成分の 0.01%）、BOD20 が 0.01～

0.05g/100g（紙オムツ成分の 0.01～0.05%）であるため消化工程で分解しないものと仮定した。含

水率が変わらない条件で脱水汚泥量を試算したところ、紙オムツ破砕物受入前と比べ 1.2～3.3 倍と

なった。Case3 では、消化工程で紙オムツ破砕物の有機物が分解せず、汚泥の見た目の減量化効果

が低下したため、汚泥量の増加割合が Case2 よりも大きくなった。このように、従来の汚泥処理設

備での対応が難しくなることが予想され、維持管理に係る負担が大きいことが分かった。紙オムツ

処理装置の使用人数が多くなると、固形物を回収・処理するための設備の負担が大きくなる。 

 

表１ 脱水汚泥量の試算結果 

 

 

４．おわりに 

令和元年度から 4 年度にかけて、紙オムツ破砕物を下水道施設に受け入れた際の維持管理上の影

響について、机上検討やラボ試験を行った。本成果は技術資料として公表する予定である。C タイ

プの紙オムツ処理装置の開発が進んでいない状況を踏まえ、本技術資料により下水道施設の維持管

理への影響に関する問題点を明らかにすることで、下水道施設の維持管理への影響を考慮した紙オ

ムツ素材や紙オムツ処理装置の開発などが期待される。また、紙オムツ破砕物のような夾雑物の流

入が見込まれる場合に、下水道管理者が管理する下水道施設の特性を踏まえ、具体的な維持管理上

の影響を予測するための参考情報としての活用を想定している。 

 

参考文献 

1）紙オムツの下水道への受入検討に関する報告書，国土交通省水管理・国土保全局下水道部，2023.3 

2）化学便覧 応用編 改訂 3 版、丸善株式会社，pp.780-784 

3）下水道施設計画・設計指針と解説 前編 2019 年版，公益社団法人日本下水道協会 

4）令和 3 年度下水道関係調査研究年次報告書集，国土技術政策総合研究所，2023.12 

5）令和 2 年度下水道関係調査研究年次報告書集，国土技術政策総合研究所，2022.6 
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２．下水道新技術の開発方向性及び導入促進に関する調査 

 

（研究期間：令和元年度～令和４年度） 

下水道研究部 下水道研究官 小川 文章 

下水道エネルギー・機能復旧研究官 三宅 晴男 

下水道研究室 主任研究官 末久 正樹 

下水処理研究室 主任研究官 太田 太一 

下水道研究室 研 究 官 鈴木 航平 

下水処理研究室 研 究 員 長嵜  真 

 

１．はじめに 

下水道の中長期的な方向性や未来像を示す新下水道ビジョン（平成 26 年策定）に示された長

期ビジョンや中期目標を達成するため、技術開発に関する中長期的な計画として、下水道技術

ビジョン 1)が平成 27 年に策定された。 

国土技術政策総合研究所（以下「国総研」という。）では、下水道技術ビジョンのフォローア

ップを目的として、「下水道技術開発会議」を平成 28 年に設置し、技術ニーズの調査・分析、

ロードマップの一部改定や重点課題の選定、技術導入に向けた課題の分析などを進めている。

また、下水道事業における新技術の導入を促進することを目的として、平成 30 年 10 月に下水

道技術開発会議エネルギー分科会（以下「エネルギー分科会」という。）を設置した。 

令和 4 年度の下水道技術開発会議では、下水道技術ビジョンのフォローアップの一環として、

下水道事業の技術ニーズ及び新技術導入上の課題等に関する調査、ロードマップ重点課題の選

定およびロードマップの見直し、新技術の開発・導入促進に向けた検討等を行った。またその

結果を「下水道技術開発レポート 2022」2)として取りまとめた。本稿では、課題解決技術支援

ツール（試行版）に対する自治体ヒアリング調査結果と改良方針、下水道関連企業に対する技

術開発状況に関するアンケート調査結果、新技術の導入実績やマニュアル・ガイドライン類の

活用状況調査結果、エネルギー分科会での検討結果を報告する。  

 

２．課題解決技術支援ツール（試行版）に対する自治体ヒアリング調査結果と改良方針 

技術ニーズとシーズのマッチングに関し、これまでの自治体ヒアリングや下水道技術開発会

議では、特に中小規模の団体は職員数や予算が限られ、日常業務に忙殺される中で、①自団体

がどのような課題を抱えているのか認識することが難しい、②課題を認識できたとしてもその

解決策の探し方を見つけることが難しい等の問題があるのではないかとの意見が提出された。  

これを受け国総研では、自治体の技術的課題の認識を促すとともに、より容易に課題解決に

資する情報に触れることを可能にするため、令和 3 年度に支援ツールを開発し、約 300 の自治

体から意見を収集した。令和 4 年度はこれらの意見を参考にツールを改良するともに、名称を

｢課題解決技術支援ツール（試行版）｣として、6 月に国総研 HP で一般公開した。さらに改良を

図るため、6 自治体にツールの試行を依頼し、使用感や改良すべき点についてヒアリングを行

った。  
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２．１ 令和３年度ヒアリング結果と改良点 

令和 3 年度に行った自治体ヒアリングの結果を踏まえ、「複数団体との比較機能（自治体タ

ブ）の追加」や「自治体タブと詳細課題タブの統合」等の改良を行った。  

 

改良事例 複数団体との比較機能（自治体タブ）の追加  

図１のように、自治体タブ中の下部に「追加」ボタンを新たに設置し、他団体と自団体との

比較ができるように改良した。また、図２のように、表示される比較結果画面には自団体の類

似団体平均値や県内平均値が表示される機能を追加した。  

 

 

図１ 複数団体との比較機能の追加  

 

 

図２ 団体別比較結果  

 

「追加」ボタンを押すと、他団体も比較対象として選択可能
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２．２ 令和４年度ヒアリング結果と改良点 

令和 4 年 6 月の一般公開の直後に、発行者名やリンクを修正する等の軽微な改良を行った。

また、一般公開した後、その使用感や改良点の有無を確認するために、6 自治体を選定し、本

ツールの試行を依頼した。試行後、各自治体の職員から使用感等についてヒアリングし、更な

る改良案を整理した。ヒアリング結果は図３のとおりであり、ツールの利便性に関して評価を

いただいた一方、検索機能のさらなる充実等が望まれていることが分かった。  

 

 

図３ 支援ツールに対するヒアリング結果（評価、課題、要望）  

 

３．下水道関連企業に対する技術開発状況に関するアンケート調査結果 

下水道技術のニーズとシーズのマッチングを促進するためには、これまで実施してきた地方

公共団体のニーズ調査だけでなく、下水道関連企業の技術開発に対する考え方についても調査

し把握しておく必要があることから、下水道関連企業に対するアンケート調査を実施した。  

対象企業は、処理場・ポンプ場系業界団体（下水処理の機械・電気設備に携わる企業で構成

された団体）、管路系業界団体（下水道管路施設の管理に携わる企業で構成された団体）、コン

サルタント系業界団体（下水道のコンサルタント業務に携わる企業で構成された団体）に所属

する企業とし、業界団体を通じて依頼した。32 社の企業から回答があり、アンケート結果は図

４から図１０のとおりであった。例えば、技術開発に必要な情報の入手先は、処理業・ポンプ

場系の企業は、｢国土交通省、日本下水道事業団、地方公共団体｣の順、管路系の企業は、｢業界

団体、社団・財団法人、下水道関連の企業｣の順、コンサルタント系の企業は、｢国土交通省、

社団・財団法人、業界団体｣の順であり、大学・高専・学会からの入手は少なく、海外情報の入

手の回答は無かった（図６）。技術開発における他機関との連携先は、処理場・ポンプ場系の企

業は、｢大学・高専、国内他企業｣が多く、管路系の企業は、｢国内他企業、地方公共団体｣が多

く、コンサルタント系の企業は、｢大学・高専、国内他企業｣が多かった。（図７）。  
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図４ 下水道技術ビジョンの 11 の技術分野のうち企業が得意とする技術分野 

（技術系別：１社当たりに換算） 

 

 

図５ 各分野で企業が得意とする領域（32 企業の合計値） 

 

 

図６ 技術開発に必要な情報の入手先（技術系別：１社当たりに換算） 
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図７ 技術開発における他機関との連携の実績数（技術系別：１社当たりに換算） 

 

 

図８ 技術開発を行う場合に重視する事項（技術系別：１社当たりに換算） 

 

 

図９-１ 技術開発や製品導入を一層促進するために必要と思われる事項 
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図９-２ 技術開発や製品導入を一層促進するために必要と思われる事項 

 

 

図１０ 下水道事業の新技術開発に対する感想や意見 

 

４．新技術の導入実績やマニュアル・ガイドライン類の活用状況調査結果 

現時点において課題解決技術支援ツール（試行版）に登録している新技術 294 件（表１）の

導入実績調査、下水道関係組織が策定したガイドラインやマニュアル類 375 件（表２）の認知

度・活用状況調査を実施した。  

 新技術の導入実績調査については、国土交通省の B-DASH 技術（49 件）は、開発元のメーカ

ーに対しヒアリング調査を行った。地方共同法人日本下水道事業団の新技術導入制度で選定さ

れた技術（32 件）は、令和 4 年 12 月に事業団に対しヒアリング調査を行った。また、日本下

水道新技術機構の審査証明技術（213 件）は、5 年おきに更新される審査技術証明書に記載され

ている導入実績数をもとに整理した。  

 ガイドライン・マニュアル類に関する認知度・活用状況調査については、令和 4 年 12 月に政
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令指定都市 16 市及び主要上下水道コンサルタント会社 8 者を対象にアンケート調査を行った。

調査は、375 件のそれぞれのガイドライン・マニュアルに対し、｢利用したことがある｣、｢知っ

ている｣、｢知らない｣の 3 つから選択してもらう形式とした。  

 

表１ 新技術 294 件の公表機関と技術の分類内訳 

 

 

表２ ガイドライン・マニュアル類の発行機関と技術の分類内訳 

 

 

４．１ 新技術（294 件）の導入実績調査結果 

調査結果を図１１に示す。なお、国土交通省や日本下水道事業団の新技術は比較的近年（過

去 10 年以内）に開発された技術であるのに対し、日本下水道新技術機構の新技術には 10 年以

上前の技術も含まれることから、公平な比較分析を行うため、日本下水道新技術機構の新技術

については、過去 10 年以内に開発された技術に限定して整理した図も併記した。  

国土交通省の新技術については、導入実績が 2 件以上ある割合は 57%、11 件以上の多数導入

の割合は 8%であり、日本下水道事業団の新技術については、導入実績が 2 件以上ある割合は

44%、11 件以上の多数導入の割合は 3％であった。また、日本下水道新技術機構の新技術につ

いては、導入実績が 2 件以上ある割合は全技術と過去 10 年間技術ともに 70 数%と高く、11 件

以上の多数導入の割合も全技術で 22％、過去 10 年間技術で 8%あった。  

公表機関 大分類 件数

水処理 10件

下水汚泥処理・利用 17件

管路／施設管理技術 14件

浸水対策 2件

侵入水対策 2件

その他 4件

水処理 10件

下水汚泥処理・利用 21件

浸水対策 1件

水処理 37件

下水汚泥処理・利用 13件

その他 163件

国土交通省（49件）

地方共同法人　日本下水道事業団(32件)

公益財団法人　日本下水道新技術機構(213件)

発行機関 大分類 件数

事業マネジメント 10件

未普及地域の解消 2件

浸水対策 9件

BIM/CIM 1件

費用効果分析 1件

広域・共同化 3件

PPP/PFI 5件

雨天時侵入水対策 1件

能動的水環境管理 7件

省エネルギー対策 2件

合流式下水道の改善 2件

下水道の見える化等 2件

地震対策 2件

資源・エネルギー循環の形成 14件

下水道への紙オムツ受入 1件

人材育成 2件

コンクリート腐食抑制 1件

活性汚泥モデル 1件

下水汚泥固形燃料発生特性 1件

耐硫酸モルタル防食技術 1件

下水汚泥固形燃料化システム 1件

オゾン処理技術 1件

アナモックス反応 1件

MBR 1件

シートライニング工法 1件

管渠施設 45件

管渠施設、海外展開 1件

維持管理・経営 18件

汚泥処理施設 38件

計画 34件

計画、水処理施設 1件

水処理施設 27件

水処理施設、震災対策の推進 1件

行財政 10件

技術指針類 42件

用語集 1件

設計・積算 13件

日本下水道協会規格(JSWAS) 31件

技術マニュアル・技術資料 4件

技術マニュアル・技術資料 3件

設計・積算 1件

技術指針類 11件

一般社団法人　日本下水道施設管理業協会(1件) 技術マニュアル・技術資料 1件

一般社団法人　日本下水道施設業協会(6件) 技術マニュアル・技術資料 6件

雨水管理 1件

事業計画 2件

設計・積算 1件

技術マニュアル・技術資料 1件

設計指針類 9件

国土交通省（64件）

地方共同法人　日本下水道事業団(9件)

公益財団法人　日本下水道新技術機構(165件)

公益社団法人　日本下水道協会(101件)

公益社団法人　日本下水道管路管理業協会(15件)

公益社団法人　全国上下水道コンサルタント協会(14件)

発行機関 大分類 件数

事業マネジメント 10件

未普及地域の解消 2件

浸水対策 9件

BIM/CIM 1件

費用効果分析 1件

広域・共同化 3件

PPP/PFI 5件

雨天時侵入水対策 1件

能動的水環境管理 7件

省エネルギー対策 2件

合流式下水道の改善 2件

下水道の見える化等 2件

地震対策 2件

資源・エネルギー循環の形成 14件

下水道への紙オムツ受入 1件

人材育成 2件

コンクリート腐食抑制 1件

活性汚泥モデル 1件

下水汚泥固形燃料発生特性 1件

耐硫酸モルタル防食技術 1件

下水汚泥固形燃料化システム 1件

オゾン処理技術 1件

アナモックス反応 1件

MBR 1件

シートライニング工法 1件

管渠施設 45件

管渠施設、海外展開 1件

維持管理・経営 18件

汚泥処理施設 38件

計画 34件

計画、水処理施設 1件

水処理施設 27件

水処理施設、震災対策の推進 1件

行財政 10件

技術指針類 42件

用語集 1件

設計・積算 13件

日本下水道協会規格(JSWAS) 31件

技術マニュアル・技術資料 4件

技術マニュアル・技術資料 3件

設計・積算 1件

技術指針類 11件

一般社団法人　日本下水道施設管理業協会(1件) 技術マニュアル・技術資料 1件

一般社団法人　日本下水道施設業協会(6件) 技術マニュアル・技術資料 6件

雨水管理 1件

事業計画 2件

設計・積算 1件

技術マニュアル・技術資料 1件

設計指針類 9件

国土交通省（64件）

地方共同法人　日本下水道事業団(9件)

公益財団法人　日本下水道新技術機構(165件)

公益社団法人　日本下水道協会(101件)

公益社団法人　日本下水道管路管理業協会(15件)

公益社団法人　全国上下水道コンサルタント協会(14件)

発行機関 大分類 件数

事業マネジメント 10件

未普及地域の解消 2件

浸水対策 9件

BIM/CIM 1件

費用効果分析 1件

広域・共同化 3件

PPP/PFI 5件

雨天時侵入水対策 1件

能動的水環境管理 7件

省エネルギー対策 2件

合流式下水道の改善 2件

下水道の見える化等 2件

地震対策 2件

資源・エネルギー循環の形成 14件

下水道への紙オムツ受入 1件

人材育成 2件

コンクリート腐食抑制 1件

活性汚泥モデル 1件

下水汚泥固形燃料発生特性 1件

耐硫酸モルタル防食技術 1件

下水汚泥固形燃料化システム 1件

オゾン処理技術 1件

アナモックス反応 1件

MBR 1件

シートライニング工法 1件

管渠施設 45件

管渠施設、海外展開 1件

維持管理・経営 18件

汚泥処理施設 38件

計画 34件

計画、水処理施設 1件

水処理施設 27件

水処理施設、震災対策の推進 1件

行財政 10件

技術指針類 42件

用語集 1件

設計・積算 13件

日本下水道協会規格(JSWAS) 31件

技術マニュアル・技術資料 4件

技術マニュアル・技術資料 3件

設計・積算 1件

技術指針類 11件

一般社団法人　日本下水道施設管理業協会(1件) 技術マニュアル・技術資料 1件

一般社団法人　日本下水道施設業協会(6件) 技術マニュアル・技術資料 6件

雨水管理 1件

事業計画 2件

設計・積算 1件

技術マニュアル・技術資料 1件

設計指針類 9件

国土交通省（64件）

地方共同法人　日本下水道事業団(9件)

公益財団法人　日本下水道新技術機構(165件)

公益社団法人　日本下水道協会(101件)

公益社団法人　日本下水道管路管理業協会(15件)

公益社団法人　全国上下水道コンサルタント協会(14件)
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国土交通省       日本下水道事業団         日本下水道新技術機構 

 

図１１ 新技術導入実績調査結果 

 

次に、294 件の新技術を下水道技術ビジョンの 11 の技術開発分野別に分類し、傾向を比較す

るため、令和 3 年度に実施した自治体技術ニーズ調査結果のグラフと並べて示した（図１２）。 

図１２の上図をみると、新技術の導入数が多い技術開発分野は②、⑪、③、⑩、⑨、①の順

であるが、この傾向（形状）は下図の自治体ニーズ調査の傾向（形状）と似ていることから、

技術ニーズと技術シーズには一定の相関性があると考えられた。  

 

 

図１２ 技術開発分野別に分類した新技術と自治体ニーズ 

 

さらに、過去 10 年間の新技術に限定して同様の分類を行い、傾向を比較するため、令和元年

度に実施した文献調査結果のグラフと併せて示した（図１３）。  

図１３の上図は過去 10 年間に限定した新技術の分野別グラフであるが、図１２の上図のグ

ラフと傾向（形状）は大きく変わらないものの、技術開発分野⑨、⑩、⑪の技術数が相対的に

増加しており、近年の 3 分野の技術ニーズの高まりが確認できた。さらに、下に並べた文献調

査結果のグラフの傾向（形状）と比較すると、技術開発分野⑥、⑦で大きな差がみられた。こ

の理由として、両分野（⑥、⑦）では学会等に投稿される論文の数が多いためと考えられた。  
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図１３ 技術開発分野別に分類した新技術（過去 10 年間の開発技術に限定）と文献数 

 

４．２ ガイドライン・マニュアル類（375 件）の認知度・活用状況調査結果 

 調査結果を図１４に示す。認知度や利用割合は、コンサルタント会社では概ね高い一方、政

令指定都市では発行機関（図では発行元と表記）により差があるため、新技術の一層の普及の

ためには、地方公共団体の認知度を高めていくことが重要と考えられた。  

 

 

図１４ ガイドライン・マニュアル類の認知度・利用数（１市・１社当り平均） 

 

５．エネルギー分科会での検討結果 

エネルギー分科会では、令和 3 年度より下水道分野の温室効果ガス排出削減に関し、中期

（2030 年）目標に対する効果的な技術の整理と長期（2050 年）目標に対して期待される技術開

発等について検討している。令和 4 年度は、①2050 年カーボンニュートラル（以下「CN」とい

う。）に向けたシナリオ再検討、②令和 3 年度にエネルギー分科会で作成した「2050 年 CN の

実現に貢献するための下水道技術の技術開発ロードマップ」（以下「分科会ロードマップ」とい

う。）の下水道技術ビジョン・ロードマップへの反映、③下水処理場からの GHG 排出削減目標

設定等の検討に向けた簡易ツールの作成、④国総研での取り組みに対する意見照会等を行った。 



 

14 

 

５．１ 地域特性や社会情勢の変化に応じた 2050 年シナリオ検討 

令和 3 年度は、2050 年 CN の実現に貢献するための下水道技術として、どのような対策・技

術分野がどの程度削減に貢献できるか、全国一律の条件で検討した。令和 4 年度は全国の処理

場を処理規模・処理方式により 6 区分に分類し（表３）、それぞれの区分毎に、現行の取組の延

長線上として想定した「現行トレンドシナリオ」、現行の諸課題の解決や更なる革新的技術の導

入実現を想定した「ゲームチェンジシナリオ」の 2 シナリオを設定し、対策メニューを検討、

2050 年における CO₂排出量を試算した（図１５）。なお、ゲームチェンジシナリオは発生汚泥

の全量消化や将来的な技術開発による課題解決を含む等、大胆な仮定を行ったものである。そ

のため今回試算対象とした技術のみならず、小規模処理場や場外ポンプ場の対策、新たな水処

理技術、バイオメタネーション等、幅広く技術開発を進め、CN 達成を目指す必要がある。  

試算結果を踏まえ、ロードマップに示された技術開発項目のうち、CN 達成へ向けて速やか

に取組むべき項目を表４のとおり抽出した。  

 

表３ 想定シナリオ  

 
※各シナリオフローにおける想定技術は試算の都合上設定したものであり、各処理法や規模毎に当該技術のみを推奨するものではない  

※上記シナリオに含まない技術（嫌気性 MBR、バイオメタネーション等）についても一部効果試算を実施  

 

 

 

図１５ 区分別の GHG 排出量（上：シナリオ別、下：ゲームチェンジシナリオ内訳）（万 t-CO2/年）  

※1 削減可能量は各処理場の利用可能面積に依存するため、今回は規模区分毎に分けることはせず全国ベースでの比較グラフのみに反映した。  

処理方法
日平均処理水量

（m3/日）

OD法 1万以下
濃縮⇒脱水

⇒場外搬出or焼却(N2O排出抑制炉)

濃縮⇒汚泥可溶化⇒消化(バイオマス受入)

⇒脱水⇒コンポスト化

標準法 1－10万
濃縮⇒消化⇒脱水

⇒場外搬出or焼却(N2O排出抑制炉)

濃縮⇒汚泥可溶化⇒消化(バイオマス受入)

⇒脱水⇒固形燃料化(乾燥)

標準法 10万以上
濃縮⇒消化⇒脱水

⇒場外搬出or焼却(エネルギー自立＋N2O排出抑制炉)

濃縮⇒汚泥可溶化⇒消化(バイオマス受入)

⇒脱水⇒焼却(エネルギー自立＋超N2O排出抑制炉)

高度処理 1－10万
濃縮⇒消化⇒脱水

⇒場外搬出or焼却(N2O排出抑制炉)

濃縮⇒汚泥可溶化⇒消化(バイオマス受入)

⇒脱水⇒固形燃料化(乾燥)

高度処理 10万以上
濃縮⇒消化⇒脱水

⇒場外搬出or焼却(エネルギー自立＋N2O排出抑制炉)

濃縮⇒汚泥可溶化⇒消化(バイオマス受入)

⇒脱水⇒焼却(エネルギー自立＋超N2O排出抑制炉)

濃縮⇒消化⇒脱水

⇒場外搬出or焼却(エネルギー自立＋N2O排出抑制炉)

濃縮⇒汚泥可溶化⇒消化(バイオマス受入)

⇒脱水⇒焼却(エネルギー自立＋超N2O排出抑制炉)

区分

スラッジセンター等その他施設

現行トレンドシナリオ

太陽光

発電

ゲームチェンジシナリオ
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表４ 下水道技術ビジョン・ロードマップ⑨～⑪のうち、速やかに取組むべき技術開発項目  

 

 

５．２ エネルギー分科会ロードマップの下水道技術ビジョン・ロードマップへの反映 

 令和 3 年度のエネルギー分科会において、分科会ロードマップを策定・公表している。令和

4 年度は、当該内容について下水道技術ビジョン・ロードマップにおける技術開発分野⑨地域

バイオマス、⑩創エネ・再生可能エネルギー、⑪脱炭素社会に資する下水道システム、に再整

理し、当該ロードマップの改定に併せて内容を反映した。  

 

５．３ 下水処理場からの GHG 排出削減目標設定等の検討に向けた簡易ツールの作成 

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正に伴い、地方公共団体実行計画において、区

域における再エネ等 GHG 削減施策の実施目標を策定義務化（指定都市等以外は努力義務化）

等が盛り込まれたが、下水道に関する具体的な数値目標を策定している自治体は少数にとどま

る。地方公共団体実行計画策定における下水道の目標設定を促すため、検討の足掛かりとなる

簡易ツール「下水処理場における温室効果ガス排出削減目標設定支援ツール（案）」を作成した

（図１６）。ツールは、下水道分野の 2030 年削減目標に対応した「下水道の削減目標 208 万 t-

CO2 編」と、省エネ・創エネ・汚泥焼却の高度化・再エネのうち全処理場に関連する「省エネ」

に特化した「下水道の省エネによる削減目標 60 万 t-CO2 編」の 2 パターン作成し、国総研 HP
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で公開した。  

ツールの主な機能は以下のとおりである。  

・処理方法、処理水量、消費電力量等を入力するのみで自処理場と全国の処理場の平均的な温

室効果ガス排出量等を比較  

・処理方法として、水処理方式に寄らず汚泥焼却施設を有する処理場（ ⅰ.汚泥焼却有）、汚泥焼

却施設を有しない処理場（ⅱ.標準法、ⅲ.高度処理、ⅳ.OD 法）の 4 種に分類  

・各種対策メニューから GHG 削減対策を選択し、導入効果を概算（様々な技術を検討できる

ようフリー記載欄を設定）  

 

 図１６ 「下水処理場における温室効果ガス排出削減目標設定支援ツール（案）」  

（下水道の削減目標 208 万 t-CO2 編）によるアウトプット例  

 

５．４ その他国総研での取り組みに対する意見照会等 

下水道分野に限定されない全体最適化に向けた今後の議論、また国総研の調査取組である１）

廃棄物分野と下水汚泥の一体処理に関する自治体職員の検討の足掛かりとなる手順書の検討、

２）下水道資源の活用による他分野での GHG 削減の貢献評価手法の検討、３）水処理過程で発

生する N2O の削減に向けた実態調査等について、業務に反映すべく委員に意見を伺った。  

 

６．おわりに 

令和 4 年度の調査結果および下水道技術開発会議での議論等を踏まえ、令和 5 年度以降は、

下記の取組を主に行う。  

①  令和 4 年度に整理した課題解決技術支援ツール（試行版）の改良案を踏まえ、改良を行

うとともに、一般公開を行い、広報に取り組む。  

②  エネルギー分科会において、脱炭素にかかる技術開発の推進に向け、ロードマップのフ

ォローに向けた情報収集を行うとともに、水処理過程での N2O 発生メカニズム・制御

因子解明等に向けた調査方法の標準化、将来的な全体最適化に向けた検討等を実施して

いく。  

③  現行の技術開発ロードマップの進捗度評価や今後必要な技術等について検討し、エネル

ギー分科会ロードマップを参考に、ロードマップ全体の見直しの検討を行う。  

参考文献 

1） 国土交通省水管理・国土保全局下水道部，国土技術政策総合研究所下水道研究部：下水道技術ビ

ジョン，2015 

2）下水道技術開発レポート 2022：国土技術政策総合研究所資料第 1253 号，2023 
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３．下水道地震被害推定システムの精度及び利便性 

の向上等に関する調査 
 

（研究期間 令和 2 年度～令和 4 年度） 

下水道研究室   室   長 吉田 敏章 

研 究 官 濵田 知幸 

 

１．はじめに 

阪神・淡路大震災以降、頻発する大地震により、下水道施設が被災する事態が相次いでいる。2011

年東北地方太平洋沖地震においては、下水道管路 600km 以上、マンホール 15,000 基以上、下水処理

場 120 箇所、ポンプ場 112 箇所が被災した 1)。ポンプ場及び下水処理場の被災箇所の多くは津波に

よるものであるが、下水道管路の被害の多くは液状化現象等によるもので、下水処理場の被害が軽

微であっても、下水処理場に至る途中で、下水の流れが滞るケースも多く発生した。下水道管路が

被災すると、下水道サービスの停止や、道路陥没等の 2 次災害が発生するなど、地震後の避難や生

活再建、災害復旧等に多大な影響を及ぼす恐れがある。そのため、発災時に支援体制を整え影響を

最小限に抑えるとともに、限られた予算・人員で効率的に耐震化を進めていく必要がある。 

下水道研究室では、発災時に支援体制を整える取組として、下水道地震被害即時推定システム（以

下「本システム」という。）を開発している。情報の空白期において支援の目安となる概算の被災延

長及び必要調査人数を算定することで、地方公共団体（以下｢団体｣という。）における体制構築や支

援機関の初動体制をサポートすることを目指している。本システムは、下水道管路の管種及び液状

化危険度に対応した震度別の被災率(被災延長/布設総延長)を用い、各団体の管種 (鉄筋コンクリ

ート管、硬質塩化ビニル管・陶管)別の布設総延長から概算の被災延長を算定し、被災延長から概算

の必要調査人数を設定するものである。 

また、効率的に耐震化を進めるための取組として、下水道管路の管属性条件別の被災率(被災延長

/布設総延長)を整理・分析している。優先的に耐震化を行う下水道管路を抽出することができ、耐

震化計画の技術資料としての活用も期待される。また、被災可能性の高い下水道管路の管属性条件

を把握することで、地震後に効率的な調査を行うことができる。団体の下水道台帳等に記載された

下水道管路の情報を表形式に整理し、被災下水道管路の情報 2)を用いて下水道管路の管属性条件別

の被災率を整理した。これらの結果について分析し、被災可能性の高い下水道管路の管属性条件を

検討した。 

 

２．研究内容 

本システムにおける震度を手入力する機能に関して、流域下水道の管路に係る震度の手入力を必

要とせず、市町村の震度から自動的に流域下水道の管路の被災延長を推定できるよう改良した。 

2011 年東北地方太平洋沖地震で被災した 3 団体、2016 年熊本地震で被災した 7 団体、2018 年北

海道胆振東部地震で被災した 4 団体に協力いただき、GIS 形式の下水道管路台帳等のデータを収集

した。同じ震度でも被災率が異なっており（表 1）、下水道管路の管属性により被災する危険性が

大きく異なるものと考えられる。下水道管路の被災率について、布設年度、土被り、微地形区分

3)、管種、管径、施工管理方法等の管属性条件別について整理した。 
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表１ 下水道管路の布設延長及び被災延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【整理項目】 

① 地震情報： 地震名、各団体の代表計測震度 

② 基本情報： 管種、管径、土被り、布設年度（液状化対策工法）等 

③ 地盤条件： 微地形区分 3) 

 

３．研究成果 

３．１ 布設年度別の被災率 

布設年度別の被災延長を整理したところ、耐震指針が改訂 4）された 1997 年度までに布設された

下水道管路の被災率は 1.7％、1998 年度から埋戻し部における液状化対策工法の緊急提言 5)（以下

｢緊急提言｣という。）の前年度である 2003 年度までに布設された下水道管路の被災率は 4.5%、緊急

提言の 2004 年度以降に布設された下水道管路の被災率は 2.2％であった。耐震指針改訂や緊急提言

以降に布設された下水道管路の被災率が低いことを見込んでいたが、1997 年度の耐震指針改訂以前

に布設された下水道管路の被災率が低くなった。そのため、各団体の施工管理方法についてヒアリ

ングしたところ、2004 年度より前から緊急提言の施工管理基準と同様に、埋戻し部の締固め度を

90％で管理してきた団体があった。この団体を除外して布設年度毎の被災率を整理した(図 1）。1997

年度までに布設された下水道管路の被災率は 5.3％、1998 年度から 2003 年度までに布設された下水

道管路の被災率は 5.8％、2004 年度以降に布設された下水道管路の被災率は 3.1％となった。緊急提

言以降に布設された下水道管路の被災率が低く、液状化対策工法により被災率が低減したものと考

えられる。除外した団体の被災率は低く、下水道管路の属性条件別の被災率の分析を行う上で同団

体の影響が大きいため、以後の集計においても同団体を除くこととする。 

 

地震名 震度 布設延長(km) 被災延長(km) 被災率(%)

5強 197.2 14.5 7.3

6弱 255.3 29.0 11.3

6強 104.4 6.2 6.0

7 89.0 3.8 4.3

計 645.9 53.5 8.3

6弱 212.7 16.8 7.9

6強 1836.2 38.7 2.1

7 155.0 22.0 14.2

計 2203.8 77.5 3.5

5強 2487.5 3.6 0.1

6弱 1524.6 0.5 0.04

6強 101.1 8.1 8.0

7 19.1 3.2 16.8

計 4132.3 15.4 0.4

6982.0 146.4 2.1合　計

2011年
東北地方太平
洋沖地震
（3団体）

2018年
北海道胆振
東部地震
(4団体)

2016年
熊本地震
(8団体)
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３．２ 土被り別の被災率 

 土被り別の被災率を集計した結果を図２に示す。土被りが2.0m超3.0m以下までは、土被りが深い

ほど被災率は高い傾向があった。土被りが深いほど下水道管路よりも地下水位が高い可能性が大き

く、液状化しやすいことが一因として想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 布設年度別の被災率 

図 1 布設年度別の被災率 

図２ 土被り別の被災率 
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３．３ 管種・管径別の被災率 

 コンクリート管、硬質塩化ビニル管（以下｢塩ビ管｣という。）について集計した結果をそれぞれ図

３、図４に示す。管種、管径による顕著な傾向はなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．４ 微地形区分別の被災率 

 微地形区分別の被災率を集計した結果を表２に示す。合計の被災率は、｢旧河道｣の場合に特に高

く、｢後背湿地｣、｢干拓地｣、｢谷底低地｣及び｢丘陵｣の場合でも高かった。一方、地震や震度条件に

よって被災率の差が大きかった。液状化の発生傾向の強い分類 6)7)であるは｢旧河道｣、｢後背湿地｣及

び｢干拓地｣の場合に被災率が高い一方で、液状化危険性の発生傾向の弱い｢丘陵｣及び｢谷底低地｣の

図３ コンクリート管の管径別の被災率 

図４ 塩ビ管の管径別の被災率 
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場合でも被災率が高かった。また、液状化の発生傾向の弱い｢ローム台地｣、｢山地｣及び｢火山山麓地｣

場合でも地震や震度条件によって被災率が高い場合があった。液状化危険性の発生傾向の弱い微地

形区分について、被災率が高くなる原因の分析が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表２ 微地形区分別の被災率 

震度 5強 6弱 6強 7 6弱 6強 7 6強 7

布設延長(km) 8.2 15.3 10.5 4.0 64.7 346.1 22.3 28.8 16.4 516.3

被災延長(km) 0.4 2.0 2.0 0.1 11.4 13.5 6.8 0.8 2.4 39.4

被災率(%) 5.3 13.2 19.0 1.5 17.5 3.9 30.6 2.9 14.7 7.6

布設延長(km) 6.5 28.0 1.6 18.7 174.5 0.5 229.8

被災延長(km) 0.1 2.1 0.0 1.1 6.9 0.0 10.2

被災率(%) 0.9 7.4 0.0 6.0 3.9 5.7 4.4

布設延長(km) 10.9 53.1 604.8 59.8 16.5 2.8 747.9

被災延長(km) 0.0 2.3 11.0 7.7 1.8 0.8 23.6

被災率(%) 0.0 4.3 1.8 12.8 10.8 29.5 3.2

布設延長(km) 20.7 2.5 23.1

被災延長(km) 10.1 0.3 10.4

被災率(%) 48.7 13.3 44.9

布設延長(km) 20.0 73.5 10.1 13.1 110.7 2.2 44.8 274.3

被災延長(km) 0.3 13.2 0.4 0.4 1.8 0.3 5.1 21.5

被災率(%) 1.7 18.0 4.0 3.1 1.6 12.3 11.3 7.8

布設延長(km) 33.5 4.1 115.0 2.1 154.7

被災延長(km) 2.9 0.8 0.3 0.4 4.4

被災率(%) 8.5 19.0 0.3 18.7 2.8

布設延長(km) 14.7 118.2 67.4 8.9 209.2

被災延長(km) 0.2 1.0 7.2 0.0 8.5

被災率(%) 1.2 0.9 10.7 0.0 4.0

布設延長(km) 1.2 1.7 0.9 104.7 108.6

被災延長(km) 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7

被災率(%) 3.3 0.0 0.0 0.6 0.6

布設延長(km) 1.2 31.6 0.4 33.2

被災延長(km) 0.0 0.3 0.0 0.3

被災率(%) 0.0 1.1 0.0 1.0

布設延長(km) 73.1 0.9 8.5 82.4

被災延長(km) 0.3 0.0 0.0 0.3

被災率(%) 0.4 0.0 0.0 0.3

布設延長(km) 0.2 1.5 0.9 0.6 3.1

被災延長(km) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1

被災率(%) 0.0 9.4 0.0 0.0 4.6

布設延長(km) 14.9 43.9 29.3 68.8 140.3 297.2

被災延長(km) 0.2 3.5 1.6 3.3 0.4 9.0

被災率(%) 1.5 7.9 5.4 4.8 0.3 3.0

布設延長(km) 13.7 68.1 20.8 50.5 27.3 1.8 182.3

被災延長(km) 0.2 6.3 0.2 0.9 0.1 0.0 7.7

被災率(%) 1.7 9.2 0.9 1.8 0.3 0.0 4.2

布設延長(km) 1.0 47.8 4.0 1.6 0.1 15.6 70.0

被災延長(km) 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0

被災率(%) 0.0 8.3 0.0 1.9 0.0 0.0 5.7

布設延長(km) 2.2 35.6 37.8

被災延長(km) 0.0 2.4 2.4

被災率(%) 0.0 6.6 6.2

布設延長(km) 0.04 0.04

被災延長(km) 0 0

被災率(%) 0 0

布設延長(km) 197.2 255.3 104.4 89.0 212.7 1836.2 155.0 101.1 19.1 2969.9

被災延長(km) 14.5 29.0 6.2 3.8 16.8 38.7 22.0 8.1 3.2 142.3

被災率(%) 7.3 11.3 6.0 4.3 7.9 2.1 14.2 8.0 16.8 4.8

ローム
台地

後背湿地

旧河道

谷底低
地

三角州・
海岸低
地

火山性
丘陵

火山地

砂洲・砂
礫洲

山地

砂礫質
台地

扇状地

丘陵

干拓地

不明

合　計

合計

火山山
麓地

自然堤
防

微地形
区分

地震
2011年東北地方
太平洋沖地震

2016年熊本地震
2018年北海道
胆振東部地震
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４．おわりに 

令和 2 年度から令和 4 年度にかけて下水道管路の管属性毎の被災率の整理し、本システムの精度

向上を図るための情報を整理した。また、本システムの利便性向上のため、流域下水道の震度情報

を自動入力するようにした。本システムの被災時の活用方法について、下水道管路の被災が見込ま

れる場合は国土交通省水管理・国土保全局下水道事業課に情報提供している。また、地方公共団体

が下水道管路の耐震化計画を策定する際の参考とするために下水道管路の管属性条件について取り

まとめた技術資料を作成し、管理する下水道管路の被災しやすさの情報を提供する。 

 

謝 辞 

下水道管路の属性別の被災率の分析にあたり、関連資料の提供及びヒアリング等に協力いただい

た地方公共団体の皆様に心より感謝の意を表します。 
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1）下水道地震・津波対策技術検討委員会，下水道地震・津波対策技術検討委員会報告書，2012.3  

2) 国土技術政策総合研究所，下水道管路地震被害データベース 

 (https://www.nilim.go.jp/lab/ebg/zishin_db.html) 

3）若松加寿江・松岡昌志、全国統一基準による地形・地盤分類 250m メッシュマップの構築とその利用，地

震工学会誌 No.18, pp.35-38、2013 

4）公益社団法人日本下水道協会，下水道施設の耐震対策指針と解説－2014 年版－，2014.5 

5）下水道地震対策技術検討委員会，管路施設の本復旧にあたっての技術的緊急提言，2004.11 

6）公益社団法人日本下水道協会，下水道の地震対策マニュアル 2014 年版 p207，2014.10 
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４．気候変動等の影響を踏まえた 

効率的な都市浸水対策推進に関する調査 

 

（研究期間 令和 4 年度～令和 6 年度） 

下水道研究室   室   長 吉田 敏章  

主任研究官 松浦 達郎  

 

１．はじめに  

近年、下水道施設の能力を超える局地的な大雨等が頻発するとともに、気候変動の影響によ

ってその頻度が高まる可能性が指摘されている。更に都市化の進展等に伴って、都市部での浸

水被害リスクが増大していることから、気候変動等の影響を踏まえた適切な計画雨水量を設定

し、都市浸水対策を推進する必要がある。  

国土交通省では令和 3 年 7 月に雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）1)（以下「ガイドラ

イン」という。）を改定し、気候変動の影響を踏まえた雨水管理総合計画の策定を推進している。

ガイドラインでは、気候変動の影響を踏まえた計画降雨は、当面、現在のハード整備に用いる

計画降雨（以下「現在の計画降雨」という。）に、2℃上昇を考慮した降雨量変化倍率（1.10 又

は 1.15）を乗じて算定するものとしている。降雨量変化倍率を乗じる前の現在の計画降雨につ

いては、その算出根拠となっている雨量データの収集期間が降雨量変化倍率の算定に用いてい

る気候変動モデルの現在気候の実験期間（1951～2010 年）と大きく乖離していないものである

必要があることから、現在の計画降雨の妥当性について確認することとなっている。  

現在の計画降雨は、2010 年までの降雨データを用いた定常水文統計解析により算定すること

を基本としている。また、2011 年以降の降雨データを用いて現在の計画降雨を作成している場

合は、2011 年以降の降雨データを除くか、2011 年以降の降雨データのトレンドを確認し、定常

と考えられる期間の降雨データのみを使用して、現在の計画降雨を作成する。したがって、2011

年以降の降雨データを用いる場合は、使用する期間における降雨データのトレンドについて確

認することが必要である。  

令和 4 年度は、地方公共団体における気候変動の影響を踏まえた計画降雨の検討を支援する

ことを目的として、気象庁が所管する観測地点を対象に、各地点における降雨データのトレン

ドについて調査し、全国的な降雨量のトレンドの状況について整理を行うとともに、トレンド

に影響する要因について分析を行った。  

  

２．調査方法  

２．１ 全国的な降雨データのトレンドに関する調査 

 本調査では、気象庁所管の降雨観測地点を対象に、各地点における観測開始から 1980 年～

2021 年の各年までの年最大 10 分降雨量及び年最大 60 分降雨量のトレンドについて、Mann-

Kendall 検定 2)（有意水準 5%）を行い、各地点におけるトレンドの状況について整理した。な

お本調査では、年最大 10分降雨量と年最大 60分降雨量の両方でトレンドが無かった場合のみ、

トレンドがない地点として整理した。  
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 Mann-Kendall 検定は、トレンドが線形か非線形かを問わずに水文時系列データのトレンドを

検定するノンパラメトリックな手法である。Mann-Kendall 検定は、ある変量の水文時系列デー

タに対して、それが独立で同一の確率分布に従うという帰無仮説が成立するかどうかを検定す

るものであり、この仮説が棄却されると、その水文時系列データに変化傾向が有るとみなされ

る。ここで、本検定の帰無仮説 H0 と対立仮説 H1 は以下に示すとおりである。  

 

帰無仮説 H0 : 𝑛個のデータ{𝑋1, 𝑋2⋯𝑋𝑛} が独立で同一の確率分布に従う。   

対立仮説 H1 : 𝑛個のデータ{𝑋1, 𝑋2⋯𝑋𝑛} が同一の確率分布に従わない。  

 

 また Mann-Kendall 検定では、式４で与えられる統計量 Z を以下のように定義する。  

𝑆 = ∑ ∑ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑋𝑗 − 𝑋𝑘)

𝑛

𝑗=𝑘+1

𝑛−1

𝑘=1

(式１) 

 

𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜃) = {

1 𝜃 > 0

0 𝜃 = 0

−1 𝜃 < 0

(式２) 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑆) =
1

18
(𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5) −∑𝑒𝑖(𝑒𝑖 − 1)(2𝑒𝑖 + 5)

𝑛

𝑖=1

) (式３) 

 

𝑍 =

{
 
 

 
 

𝑆 − 1

√𝑉𝑎𝑟(𝑆)
 𝑆 > 0

0                𝑆 = 0

𝑆 + 1

√𝑉𝑎𝑟(𝑆)
 𝑆 < 0

(式４) 

 ここに、𝑒𝑖はデータ{𝑋1, 𝑋2⋯𝑋𝑛}を昇順に並べたとき、同じ値が連続して出現する個数を表し、

𝑛はその組数を表す。ここで、有意水準を𝛼としたとき、標準正規変量𝑍が|𝑍| > 𝑧1−𝛼 2⁄ のとき仮設

H0 は棄却される。また、𝑆 > 0のとき、水文時系列データ𝑋𝑖は上昇傾向であることを示し、𝑆 < 0

のときは下降傾向であることを示す。  

検定は、観測開始から 1980 年～2021 年の各年において、20 年以上のデータ期間を有する地

点を対象とした。そのため、検定対象の地点数は、1980 年時点で 143 地点、2021 年時点で 800

地点となった。これは、アメダスによる 10 分データの配信が 1993 年頃から開始され、20 年経

過した 2014 年頃より検定対象となる地点数が増加したためである。  

また、検定対象とした地点における降雨データ期間の年数は、2021 年の時点で平均 36 年、

最大 92 年、最小 20 年であった。  
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２．２ 降雨データのトレンドに影響する要因に関する調査  

本調査では、２．１で実施したトレンドの検定結果のうち、観測開始～2021 年の検定結果を

用いて、トレンドが有る（以下、「非定常」という。）地点と、トレンドが無い（以下、「定常」

という。）地点の特性を比較し、トレンドの有無に影響する要因について整理した。  

各地点の特性を比較するための指標は、各観測地点が有するデータの中から、観測環境及び

降雨量に関係すると考えられるものを選定し用いることとした。（表１）  

 観測環境に関係する指標は、各地点が位置する地域区分、標高及び都市化率を用いた。なお

地域区分は、降雨特性の類似性から分類した 15 の区分 3)とした。また都市化率 4)は、降雨観測

地点を中心とした半径 7km の円内における人工被覆率（建物用地、道路、鉄道、その他の用地

の占める割合）とし、人口被覆率の算出は国土数値情報土地利用 3 次メッシュデータを用いた。  

降雨量に関係する指標は、気温の変化率及び飽和水蒸気量を用いた。なお気温の変化率は、

日平均気温の月平均値、日最高気温の月平均値、日最低気温の月平均値（それぞれ「月平均気

温」、「月平均最高気温」、「月平均最低気温」という。）について、各地点における気温の観測開

始～2021 年の観測データを用いて作成した回帰直線の傾きとした。また、飽和水蒸気量は、式

５及び式６を用いて月平均気温、月平均最高気温及び月平均最低気温より算出した（それぞれ

「月平均飽和水蒸気量」、「月平均最高飽和水蒸気量」、「月平均最低飽和水蒸気量」という。）。  

𝑎(𝑇) =
217 × 𝑒(𝑇)

𝑇 + 273.15
(式５) 

𝑒(𝑇) = 6.11 × 107.5𝑇 (𝑇+237.3)⁄ (式６) 

 

ここで、𝑇は降雨観測地点における気温（℃）、𝑎(𝑇)は𝑇℃における飽和水蒸気量（g/m3）、𝑒(𝑇)

は𝑇℃における飽和水蒸気圧（hPa）を示す。  

 

 

表１ 特性を比較するための指標 

算出方法 整理内容

地域区分
降雨特性の類似性から分類した15地域区分

3)
毎に

Mann-Kendall検定の結果を抽出

・定常若しくは非定常となった地点数

・非定常となった地点の割合

標高 観測地点の標高値

以下の項目について100m以上と100m超で区分し整理

・定常若しくは非定常となった地点数

・非定常となった地点の割合

都市化率

観測地点を中心とした半径7kmの円内における人

工被覆率（建物用地、道路、鉄道、その他の用地

の占める割合）

昭和58年度及び平成28年度の国土数値情報土地利用3次

メッシュデータを用いて整理

都市化率の差分 平成28年度と昭和58年度の都市化率の差分
昭和58年度及び平成28年度の国土数値情報土地利用3次

メッシュデータを用いて整理

月平均気温の変化率
観測開始～2021年の月平均気温の観測データを用

いて作成した回帰直線の傾き
1～12月の各月について整理

月平均最高気温の変化率
観測開始～2021年の月平均最高気温の観測データ

を用いて作成した回帰直線の傾き
1～12月の各月について整理

月平均最低気温の変化率
観測開始～2021年の月平均最低気温の観測データ

を用いて作成した回帰直線の傾き
1～12月の各月について整理

月平均飽和水蒸気量 月平均気温を用いた飽和水蒸気圧より算出 1～12月の各月について整理

月平均最高飽和水蒸気量 月平均最高気温を用いた飽和水蒸気圧より算出 1～12月の各月について整理

月平均最低飽和水蒸気量 月平均最低気温を用いた飽和水蒸気圧より算出 1～12月の各月について整理

項目

降雨量に

関する項目

観測環境に

関する項目
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３．調査結果  

３．１ 全国的な降雨データのトレンドに関する調査 

  Mann-Kendall 検定による各地点の検定結果を表２及び図１に示す。これらの結果より、非定

常となった地点の割合は、2010 年頃までは概ね 10%前後で推移していることがわかった。また、

2011 年以降は増加傾向を示しており、観測開始～2021 年の検定期間で非定常となった地点の

割合は約 25%であった。このことから、近年のデータを加えることで非定常を示す地点の割合

が大きく増加していることがわかった。これは、近年の降雨データに対して気候変動の影響が

既に現れている可能性を示唆していると考えられる。  

 

 

 

表２ 非定常となった地点の数と割合 

地点数 割合 地点数 割合

観測開始～1980年 143 11 7.7% 観測開始～2001年 155 15 9.7%

観測開始～1981年 143 13 9.1% 観測開始～2002年 155 20 12.9%

観測開始～1982年 144 11 7.6% 観測開始～2003年 155 18 11.6%

観測開始～1983年 145 10 6.9% 観測開始～2004年 155 20 12.9%

観測開始～1984年 145 15 10.3% 観測開始～2005年 155 18 11.6%

観測開始～1985年 147 11 7.5% 観測開始～2006年 155 17 11.0%

観測開始～1986年 149 14 9.4% 観測開始～2007年 155 18 11.6%

観測開始～1987年 150 15 10.0% 観測開始～2008年 155 18 11.6%

観測開始～1988年 150 14 9.3% 観測開始～2009年 155 16 10.3%

観測開始～1989年 153 15 9.8% 観測開始～2010年 155 19 12.3%

観測開始～1990年 153 15 9.8% 観測開始～2011年 155 21 13.5%

観測開始～1991年 153 18 11.8% 観測開始～2012年 155 26 16.8%

観測開始～1992年 153 21 13.7% 観測開始～2013年 155 26 16.8%

観測開始～1993年 155 19 12.3% 観測開始～2014年 552 140 25.4%

観測開始～1994年 155 17 11.0% 観測開始～2015年 649 138 21.3%

観測開始～1995年 155 21 13.5% 観測開始～2016年 687 163 23.7%

観測開始～1996年 155 22 14.2% 観測開始～2017年 720 174 24.2%

観測開始～1997年 155 16 10.3% 観測開始～2018年 743 167 22.5%

観測開始～1998年 155 19 12.3% 観測開始～2019年 763 176 23.1%

観測開始～1999年 155 20 12.9% 観測開始～2020年 800 187 23.4%

観測開始～2000年 155 21 13.5% 観測開始～2021年 800 199 24.9%

観測

地点数

非定常となった地点
検定期間

観測

地点数

非定常となった地点
検定期間

図１ 非定常となった地点の推移 
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３．２ 降雨データのトレンドに影響する要因に関する調査 

2021 年時点で 20 年以上のデータ期間を有する 800 地点のうち、気温の観測が実施されてい

る 629 地点を対象に、表１に示した指標について、定常である地点と非定常となった地点の平

均値を整理し、比較を行った。なお、比較対象とした 629 地点における気温データ期間の年数

は、2021 年の時点で平均 39 年、最大 132 年、最小 20 年であった。  

（１）地域区分 

各地点の検定結果を地域区分毎に整理した結果を図２に示す。地域区分毎の地点数が異なる

ため一律に比較することは難しいが、非定常となった地点の割合を比較すると、東北東部、瀬

戸内、四国南部、九州北西部及び九州南東部が 20%以上と比較的高いことが分かった。  

 

（２）標高 

 各地点の検定結果を標高毎に整理した結果を図３に示す。今回は、標高 100m 以下と 100m 超

で区分し整理を行った。標高毎の地点数が異なるため一律に比較することは難しいが、非定常

となった地点の割合を比較すると、非定常となった地点の割合は、100m 以下では約 18%、100

超では約 14%と 100m 以下の方がやや

高かったが、大きな違いは見られなか

った。 
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図２ 地域区分毎の比較 

図３ 標高毎の比較 
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（３）都市化率及び都市化率の差分の比較 

都市化率及び都市化率の差分について整理した結果を表３、図４に示す。都市化率及び都市

化率の差分は、いずれも非定常となった地点の方が高かったが、定常である地点と非定常とな

った地点の差は 1%程度であり、大きな違いは見られなかった。  

 

（４）月平均気温等の変化率の比較 

月平均気温、月平均最高気温及び月平均最低気温の変化率について整理した結果を表４及び

図５－１～図５－３に示す。月平均気温及び月平均最低気温の変化率は、非定常となった地点

の方が大きい月が多い傾向が見られた。一方、月平均最高気温の変化率は、非定常となった地

点の方が小さい月が多く、月平均気温及び月平均最低気温とは逆の傾向が見られた。しかし、

いずれも最大で 0.01℃/年にも達しない程度の差であり、大きな違いは見られなかった。  

  

 

図４ 都市化率及び都市化率の差分 
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図５-２ 月平均最高気温の変化率 

図５-３ 月平均最低気温の変化率 
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変化率

月平均最高気温の

変化率

月平均最低気温の

変化率

表４ 月平均気温等の変化率 

表３ 都市化率及び都市化率の差分 

S52 7.9% 8.6% -0.7%

H28 12.3% 13.6% -1.3%

H28‐S52 4.8% 5.5% -0.7%

定常 非定常 定常-非定常項目

都市化率(%)

都市化率の差分
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（３）月平均飽和水蒸気量等の比較 

月平均飽和水蒸気量、月平均最高飽和水蒸気量及び月平均最低飽和水蒸気量について整理し

た結果を表５及び図６－１～図６―３に示す。月平均飽和水蒸気量、月平均最高飽和水蒸気量

及び月平均最低飽和水蒸気量のいずれもが、全ての月において、非定常となった地点の方が多

かった。また、いずれも 7 月において差が最大となった。  

  

５．まとめ  

気象庁所管の降雨観測地点を対象に、年最大 10 分及び 60 分降雨量について、Mann-Kendall

検定により観測開始から 1980 年～2021 年の各年までのトレンドの検定を実施し、全国の降雨

観測地点における降雨データのトレンドの状況について整理するとともに、降雨データのトレ

ンドに影響する要因について整理を行った。調査から得られた成果をとりまとめると以下のと

おりである。  

①  非定常となった地点の割合は、2010 年頃までは概ね 10%前後で推移しているが、2011 年以

降は増加傾向を示し、2010 年時点（約 12%）と比べると、2021 年時点（約 25%）ではほぼ

倍増していた。これは、近年の降雨データに対して気候変動の影響が既に現れている可能

性を示唆していると考えられる。  

②  降雨データのトレンドに影響する要因について、観測環境に関する指標と降雨量に関する

表５ 月平均飽和水蒸気量等 

図６-１ 月平均飽和水蒸気量 
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図６-２ 月平均最高飽和水蒸気量 

図６-３ 月平均最低飽和水蒸気量 

1月 5.6 5.9 -0.3

2月 5.8 6.2 -0.3

3月 7.2 7.6 -0.4

4月 10.1 10.5 -0.5

5月 13.5 14.0 -0.5

6月 16.9 17.4 -0.5

7月 21.0 21.7 -0.7

8月 22.4 23.0 -0.6

9月 18.1 18.8 -0.6

10月 13.0 13.5 -0.5

11月 9.2 9.6 -0.4

12月 6.6 6.9 -0.3

1月 7.3 7.8 -0.4

2月 7.8 8.3 -0.5

3月 9.7 10.3 -0.6

4月 13.8 14.5 -0.7

5月 18.3 19.0 -0.7

6月 21.8 22.5 -0.7

7月 26.6 27.5 -1.0

8月 28.7 29.6 -0.9

9月 23.4 24.3 -0.9

10月 17.2 18.1 -0.9

11月 12.3 12.9 -0.7

12月 8.7 9.2 -0.5

1月 4.3 4.5 -0.1

2月 4.4 4.6 -0.2

3月 5.4 5.6 -0.3

4月 7.4 7.7 -0.3

5月 10.1 10.4 -0.4

6月 13.5 14.0 -0.5

7月 17.3 17.9 -0.6

8月 18.3 18.7 -0.5

9月 14.6 15.1 -0.5

10月 10.0 10.4 -0.3

11月 7.1 7.3 -0.2

12月 5.1 5.3 -0.1

月平均最高

飽和水蒸気量

(g/m
3
)

月平均最低

飽和水蒸気量

(g/m3)

定常 非定常 定常-非定常項目

月平均

飽和水蒸気量

(g/m
3
)
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指標に区分し整理を行った。その結果、観測環境に関する指標では、15 の地域区分のうち

東北東部、瀬戸内、四国南部、九州北西部及び九州南東部において、非定常となった地点

の割合が比較的高いことがわかった。一方、標高、都市化率及び都市化率の差分では、定

常である地点と非定常となった地点に大きな違いは見られなかった。  

③  降雨量に関する指標では、月平均気温の変化率及び月平均最低気温の変化率において、非

定常となった地点の方が大きい傾向が見られた。また、月平均最高気温の変化率では、非

定常となった地点の方が小さい傾向がみられたが、いずれも最大で 0.01℃/年にも達しない

程度の差であり、大きな差は見られなかった。  

④  飽和水蒸気量においては、いずれも非定常となった地点の方が多く、7 月において最大と

なった。  

 

本調査では、計画降雨の設定に用いる降雨データの全国的なトレンドの状況を整理するとと

もに、都市化率及び気温に関する指標について、定常である地点と非定常となった地点毎に平

均値で整理し、それぞれの特性を比較することで、降雨データのトレンドに影響する要因につ

いて整理を行った。その結果、非定常となった地点の割合が比較的多い地域があること、非定

常となった地点の方が、平均的に飽和水蒸気量が多いことがわかった。  

今回整理した降雨データの全国的なトレンドの状況は、地方公共団体がガイドラインに基づ

き、気候変動の影響を踏まえた計画降雨の検討を実施する際の参考となるように、データベー

ス等に再整理した上で公表する予定である。  

 

参考文献 

1）国土交通省水管理・国土保全局下水道部：雨水管理総合計画策定ガイドライン（案），令和 3 年 11 月  

2）国土交通省水管理・国土保全局：河川砂防技術基準調査編，第 3 章第 1 節-3，平成 26 年 4 月（令和 5

年 5 月部分改訂）  

3）気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会：気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言 別紙 1，

2021 年 4 月改訂 

4）気象庁ホームページ：https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/himr/himr_1-1-1.html 

 

 

 

 

 

 



31 

 

５．下水道管路の 

効率的なストックマネジメント実施に関する調査 

 

（研究期間 令和4年度～令和7年度） 

下水道研究室 室 長 吉田 敏章 

 研 究 官 鈴木 航平 

 交流研究員 成瀬 直人 

 

１．はじめに 

令和3年度末時点での全国の下水道管路管理延長（本管の延長であり、取付け管の延長は含まな

い。）は約49万km、そのうち布設後経過年数（以下「経過年数」という。）が標準的な耐用年数

である50年を経過した管きょ（以下「老朽管」という。）の延長は約3万kmに達している。更に40

年経過延長は約9万km、30年経過延長は約20万kmと、今後老朽管の増加に従い、道路陥没などの発

生リスクはますます高まっていくものと予想される（図１）。このような状況の中、下水道の機能

を持続的に確保していくためには、管路の点検・調査から修繕・改築に至るプロセスを計画的に実

施していくことが重要である。平成29年に国土交通省が策定した「新下水道ビジョン加速戦略」で

は、重点項目の一つとして「マネジメントサイクルの確立」が掲げられ、維持管理情報のデータベ

ース化を前提に、“維持管理を起点とした”マネジメントサイクルの確立が重要であるとされた1)。

更に令和2年には、「維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクル確立に向けたガイドライ

ン（管路施設編）」が策定・公表され、下水道管路の維持管理等に関する情報の管理方法やICTを

活用した効率的・効果的な点検・調査方法等について取りまとめられたところである2)。 

本調査は、全国の地方公共団体（以下「団体」という。）における下水道管路の効率的な管理を

支援するための研究の一環として、下水道管路に起因する全国の道路陥没の発生傾向と管材規格等

の変遷との関係を整理・分析したものである。併せて、下水道管路施設の管理については、点検調

査の速度向上や困難箇所での導入等、点検調査機器の技術開発に対するニーズが高いことから、国

土技術政策総合研究所（以下「国総研」という。）に設置した下水道管路模擬施設において、各種

点検調査機器の性能確認・比較実験を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 管路管理延長と老朽管延長 
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２．下水道管路に起因する道路陥没の発生傾向と関連指針・管材規格の変遷3) 

本研究室では、団体の効率的な維持管理の一助として、経過年数を説明変数とした「健全率予測

式」を作成し公開している。一方で全国の団体で発生した下水道施設に起因する道路陥没（以下

「陥没」という。）の件数を布設年度別で整理すると、陥没発生年度（以下「発生年度」という。）

が変化しても昭和48年度頃がピークとなっていることから（図２）、経過年数よりも布設年度によ

る影響が強いことが考えられる。この要因の一つとして、鉄筋コンクリート管（以下「HP」とい

う。）において、昭和40年代後半を境に普及した膨張性混和材料（以下「膨張材」という。）の導

入により、下水中の硫酸塩に対する抵抗性が大きく変化している可能性がある4)。 

経過年数を説明変数とした健全率予測式は、予測対象が布設年度によらず同じ物性を有すること

を前提としており、物性の変化による影響などを反映できないため、本研究においては、陥没件数

と管材規格などの変遷との関係性をより詳細に調べるため、表１に示す布設期間の区分別の陥没発

生傾向と、管材規格及び「下水道施設計画・設計指針と解説」（以下「設計指針」という。）の変

遷について調査を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．１ 調査方法 

発生年度及び表１に示す布設期間別の本管を起因とした陥没件数と管きょ延長（1,000km換算）

から、1,000kmあたりの陥没件数（以下「発生割合」という。）をHP、陶管（以下「CP」とい

う。）、塩ビ管（以下「VU」という。）別に算出し、整理した。ここでは、各布設期間の発生割

合の平均値が直前の布設期間と比較して50％以上かつ3件/1,000km以上減少している布設期間を、

発生割合の減少幅（以下「減少幅」という。）が大きい布設期間として抽出した。 

減少幅が大きい布設期間における管材規格及び設計指針（表２）の変遷から、構造や材質の変化

が大きい項目を整理した。適用にかかる時間を考慮し、直前の布設期間の中頃から各布設期間の中

頃までを陥没傾向に影響を与える項目制定年度として定義した（表３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 文中略称
日本下水道協会規格：下水道用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-1
日本下水道協会規格：下水道用硬質塩化ビニル管 JSWAS K-1

日本下水道協会規格：下水道用硬質塩化ビニル卵形管 JSWAS K-３
日本下水道協会規格：下水道用陶製卵形管 JSWAS R-1
日本産業規格： 遠心力鉄筋コンクリート管 JIS A 5303

日本産業規格： 陶管 JIS R 1201
日本産業規格： 陶管（異形管） JIS R 1202

下水道施設計画・設計指針と解説 設計指針

項目制定年度 影響を受ける布設期間
期間A

S15～S24 期間B
S25～S34 期間C
S35～S44 期間D
S45～S54 期間E
S55～H2 期間F
H3～H13 期間G

表２ 管材規格・設計指針一覧 表３ 項目制定年度 

表１ 布設期間の区分 

図２ 布設年度別陥没件数（全管種） 
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２．２ 調査結果 

各発生年度における布設期間別の発生割合の整理結果を管種別に示す。HPの発生割合は、期間A、

Bにおいて減少傾向を示し、平成29年度以降は期間Cと同程度となっており、期間C～Gでは横ばい

の傾向を示した（図３）。減少幅が大きい布設期間は期間D、Eとなった（表４）。CPの発生割合

は、すべての布設期間で横ばいの傾向を示した（図４）。減少幅が大きい布設期間は期間Eとなっ

た（表５）。VUに関しては、期間C以前は管きょ延長が少ないので、期間D以降で整理した。発生

割合はすべての布設期間で横ばいの傾向を示した（図５）。減少幅が大きい布設期間は期間Eとな

った（表６）。 

 

 

図３ 発生年度、布設期間別発生割合（HP） 

 

表４ 発生割合（HP） 

 

期間A 期間B 期間C 期間D 期間E 期間F 期間G
H19 33.40 25.81 14.62 7.11 1.89 1.51 1.05
H20 41.72 18.68 12.14 5.49 1.97 1.32 0.66
H21 25.41 28.06 18.73 7.21 2.82 1.18 1.06
H22 26.57 22.76 16.80 7.39 2.54 1.25 0.92
H23 23.75 15.46 11.36 3.98 1.95 1.42 1.22
H24 31.43 23.71 16.81 7.03 2.25 0.90 1.15
H25 39.62 11.46 19.54 7.05 1.73 1.02 0.78
H26 28.28 16.15 16.18 7.90 2.15 0.77 0.68
H27 29.42 26.31 18.63 6.92 2.12 0.79 0.42
H28 30.41 17.38 16.68 8.15 1.93 0.94 0.48
H29 13.52 20.23 15.81 7.46 1.95 0.85 0.79
H30 12.73 18.60 14.39 7.07 2.13 0.81 0.47
R1 15.73 10.10 14.79 6.89 1.82 0.61 0.77
R2 16.18 15.42 13.09 7.66 2.06 1.10 0.51

平均値 26.30 19.29 15.68 6.95 2.09 1.03 0.78

減少幅 － 27% 19% 56% 70% 51% 24%

発生割合
（件/1,000km)

布設期間

発
生
年
度
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図４ 発生年度、布設期間別発生割合（CP） 

 

表５ 発生割合（CP） 

 

 

  

期間A 期間B 期間C 期間D 期間E 期間F 期間G
H19 28.79 26.33 14.40 12.71 4.00 2.31 0.96
H20 17.97 12.04 15.62 12.41 5.14 2.27 0.97
H21 24.88 31.40 27.80 17.56 5.48 2.11 0.39
H22 23.30 31.41 18.57 13.63 6.43 1.28 0.62
H23 20.27 23.80 15.04 10.45 3.40 4.77 0.85
H24 14.24 21.32 25.82 17.13 4.76 1.94 2.56
H25 26.71 33.60 16.33 13.43 3.05 1.67 0.00
H26 26.33 19.11 15.38 14.96 3.40 1.03 0.42
H27 33.43 16.09 16.91 12.05 3.06 1.43 0.21
H28 19.29 27.90 20.19 12.55 3.90 0.80 0.21
H29 17.19 21.52 20.77 17.18 3.92 1.06 0.42
H30 15.48 21.41 20.04 15.62 1.53 0.66 0.00
R1 17.77 18.22 18.00 11.99 2.06 0.93 0.44
R2 21.92 20.82 18.44 11.44 2.57 1.46 0.00

平均値 21.97 23.21 18.81 13.79 3.77 1.69 0.57

減少幅 － -6% 19% 27% 73% 55% 66%

発
生
年
度

発生割合
（件/1,000km)

布設期間
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図５ 発生年度、布設期間別発生割合（VU） 

 

表６ 発生割合（VU） 

 

 

 

減少幅が大きい布設期間における管材規格及び設計指針の変遷の整理結果を示す（表７～表９）。 

HPの期間Dについては、継ぎ手接合材としてゴム輪が規格化され、期間Eについては、混和材料

として膨張材が管材規格に記載された。CPの期間Eについては、継ぎ手接合材にポリウレタン樹脂

クッションジョイントが規格化された。VUの期間Eについては、基礎構造に関して、砂基礎が施工

標準として管材規格に記載された。 

 

  

期間D 期間E 期間F 期間G
H19 6.62 1.76 1.09 0.59
H20 14.02 0.74 0.90 0.89
H21 4.72 0.55 0.63 0.73
H22 5.97 0.31 0.79 0.73
H23 7.17 0.77 1.02 0.83
H24 2.37 0.91 0.80 0.69
H25 2.36 0.99 0.77 0.54
H26 4.64 1.06 0.24 0.47
H27 4.55 0.53 0.52 0.42
H28 8.09 0.76 0.45 0.33
H29 8.86 0.75 0.69 0.35
H30 8.35 0.97 0.47 0.35
R1 6.22 0.97 0.58 0.42
R2 6.14 0.74 0.43 0.39

平均値 6.43 0.84 0.67 0.55

減少幅 － 87% 20% 18%

布設期間

発
生
年
度

発生割合
（件/1,000km)
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２．３ まとめ 

各発生年度における布設期間別の発生割合を整理した結果、概ね横ばいになる傾向が示された

（図３～図５）。経過年数の影響を受ける場合、発生割合は発生年度について増加傾向を示すはず

であるため、経過年数による影響が支配的な要因ではないとも考えられる。また減少幅が大きい布

設期間と管材規格及び設計指針の変遷との関係を整理した結果、HP、CPにおいては、継ぎ手接合

材がモルタルからゴム輪、ポリウレタン樹脂クッションジョイントに移行した年代と、VUにおい

ては、砂基礎構造が標準化された年代と減少幅が大きい布設期間とが概ね一致していた。このこと

から、接合材の物性や基礎構造の変遷は、陥没件数の減少に影響を及ぼしていると考えられる。  

  

表９ 管材規格及び設計指針の変遷（VU） 

年度 布設期間 管材規格・設計指針 変更点 継ぎ手接合材 支管接合材

H13 設計指針改正 支管接合材として接着剤を除外 樹脂系接合材

S49 期間E JSWAS K-1制定
基礎構造に関して砂基礎を施工標準として

「参考資料」に記載

ゴム輪、接着剤

接着剤

S59
期間F、G

設計指針改正
VUに関して記載、可とう性管用の基礎構造

に関して記載

JSWAS K-3制定
支管接合材として一部条件における樹脂系

接合材を規格化
接着剤、樹脂系接合材

表８ 管材規格及び設計指針の変遷（CP） 
年度 布設期間 管材規格・設計指針 変更点 継ぎ手接合材 支管接合材

JIS R 1201制定
JIS R 1202制定

S25 期間C 規格を制定 モルタル

S53 期間E JIS R 1201改正
継ぎ手接合材としてポリウレタン
樹脂クッションジョイントを規格化

S60 期間F JSWAS R-1制定
継ぎ手接合材としてモルタルを除外、

支管接合材として樹脂系接合材を規格化
樹脂系接合材

モルタル、ポリウレタン
樹脂クッションジョイント

ポリウレタン樹脂クッション
ジョイント

表７ 管材規格及び設計指針の変遷（HP） 

年度 布設期間 管材規格・設計指針 変更点 継ぎ手接合材 支管接合材
S25 JIS A 5303制定 規格を制定
S31 JIS A 5303改正 外圧強さの判定基準を変更

シール材（ゴム輪含む）
（B型・C型・NC型）

モルタル、樹脂モルタル
異形管を規格化、旧A型継ぎ手を除外、継ぎ
手接合材としてシール材（ゴム輪含む）を規格
化、支管接合材として樹脂モルタルを規格化

B型・C型継ぎ手を規格化
（継ぎ手接合材はゴム輪）

JIS A 5303改正

S44
期間D

JSWAS A-1制定
規格を制定（対象呼び径は1000～

2400mm）、混和材料に関して「解説」に記載
モルタル

期間C モルタル（旧A型）

S49 期間E JSWAS A-1改正　
対象呼び径を200～3000mmに拡大、

混和材料として膨張材を記載

S62 期間F JSWAS　A-1改正

S40

モルタル（旧A型）、ゴム輪
（B型・C型）
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３．下水道管路模擬施設を用いた点検調査機器の性能確認・比較実験5) 

下水道管路施設の管理については、点検調査の速度向上や困難箇所での導入等、点検調査機器の

技術開発に対するニーズが高い。民間企業による技術開発や団体における新技術の活用を促進する

ためには、実証データを基に機器性能を明確化することが重要であるが、実際の下水道管路施設を

用いた性能試験は、点検調査機器の紛失リスクがあるとともに、同一条件下での性能比較が困難で

ある。そこで、国総研では、下水道管路施設の点検調査機器の性能を明確化するため、下水道管路

模擬施設を令和3年度に設置し、令和4年度に実験を開始した。 

下水道管路模擬施設は、主に、圧送管（硬質塩化ビニル管、口径150mm及び300mm）、小口径

管路及び大口径管路により構成される（図６）。小口径管路は、口径200mmの鉄筋コンクリート管、

口径250mmの鉄筋コンクリート管、口径400mm・500mm・600mmの鉄筋コンクリート管それぞれ

を1号組立人孔で接続した施設の計3つの施設で構成されている。大口径管路は、口径800mmの鉄筋

コンクリート管を2号組立人孔及び1500mm×1500mmのボックスカルバートで接続した施設である。

小口径管路及び大口径管路は、管きょの管頂部の一部を切り取って作った開口部（以下「開口部」

という。）に異常模擬鉄板を設置することで、クラックや腐食等、下水道管路内に発生する様々な

異常を再現できるほか、貯水タンクや送風機を使用することで水流や管内風を再現でき、実際の管

路状況に近い条件下で点検調査機器の定量的な評価が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 下水道管路模擬施設の俯瞰図 

 

３．１ 実験方法 

（１）小口径管路での実験概要 

 小口径管路では、口径400mm・500mm・600mmの鉄筋コンクリート管（全長約45m）で、テレビ

カメラ調査機器を用いた詳細調査の実験を行った。各開口部には、異常模擬鉄板を設置した。本実

験に用いたテレビカメラ調査機器は、表10に示すように、走行性能や口径変化箇所での対応方法の

違いを把握するため、テレビカメラ調査機器として標準的に採用されているもの（機種1）、最新

鋭の機種（機種3）、その中間的な性能を有する機種（機種2）の3機種を選定した。 

大口径管路
Φ800 約124m

圧送管
Φ150 約74m

Φ300 約28m

小口径管路
Φ200 約40m

Φ250 約40m

Φ400 Φ500 Φ600 各約15m

異常模擬鉄板により
管路内に再現可能な異常の例

クラック

腐食

点検調査機器の例

テレビカメラ調査機器
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まず、テレビカメラ調査機器を小口径管路の始点（人孔）から投入し、管内の異常を把握しなが

ら走行可能な地点まで進ませる。走行不可能となった場合はテレビカメラ調査機器を回収し、必要

な調整作業を行った上で再走行させ、小口径管路の終点（人孔）まで詳細調査を行った。要した作

業時間から日進量等を整理した。 

（２）大口径管路での実験概要 

 大口径管路では、ドローン調査機器4機種（表11）を用いて、詳細調査を必要とする箇所の絞り

込みを行うことを目的とした点検調査を想定し、以下の2実験を行った。 

a）長時間飛行実験 

 ドローン調査機器を大口径管路の始点（人孔）から投入し、直線部を飛行区間として連続飛行実

験を行った。直線部の端に達した場合は折り返して実験を継続することとし、1回のバッテリーで

連続飛行した時間及び延長を計測した。管内水位の影響で飛行困難と判断された場合はバッテリー

残量がある場合も飛行を停止した。管内水位の条件は、口径に対して 0%、12%、18%とした。 

ｂ）管内異常の調査性能確認実験 

 ドローン調査機器を大口径管路の始点（人孔）から投入し、調査性能の確認実験を行った。各開

口部には、異常模擬鉄板を設置した。管内水位の条件は、口径に対して 0%、10%、20%、30%と

した。 

 

表 10 テレビカメラ調査機器の概要 

 機種 1 機種 2 機種 3 

①走行性 

ステアリング機能 なし なし あり 

リフト機能 なし なし 高さ変更可能 

タイヤ付替え機能 
手作業で 

付替え 

工具なしで 

付替え 

ワンタッチで 

付替え 

②操作性 
アナログシステム、 

ジョイスティック 

キーボード、 

ジョイスティック 

タッチパネル、 

ジョイスティック 

 

表 11 ドローン調査機器の概要 

 機種 A 機種 B 機種 C 機種 D 

サイズ 中 大 小 小 

重量 約 2,000g 約 5,000g 約 1,500g 約 200g 

連続飛行可能時間 約 5 分 約 30 分 10 分 8 分 

タイプ 飛行 水面走行 飛行 飛行 

飛行制御 手動制御 手動制御 手動制御 手動制御 
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３．２ 実験結果 

（１）小口径管路での実験結果 

テレビカメラ調査機器ごとに実験実施時に測定した作業時間を基に日進量を算定した。日進量は、

調査準備及び後片付けを含むすべての作業時間を対象にしている。標準的な歩掛6)では、テレビカ

メラを1日あたり6時間走行させたときの走行距離が側視回数別に示されている。本実験では異常模

擬箇所、取付け管部及び継手部にて側視を実施しており、作業時間及び走行距離から6時間あたり

に進む距離を求め、日進量とした。 

表12に各機種の日進量の比較を示す。本実験では全長約45mの管路に対し21回の側視（約0.47回

/m）を実施している。標準的な歩掛の日進量として、側視回数0.5回/m以下に対応する240m/日と比

較すると、機種1及び機種2の日進量は7割程度となった。機種3は日進量が222m/日であり、若干で

あるが標準的な歩掛の日進量240m/日を下回った。これらの原因としては、断面変化部でのテレビ

カメラ調査機器の調整作業に時間を要したことが考えられる。図７に機種別・作業項目別の作業時

間を示す。作業項目は、テレビカメラ調査機器が管路内を走行・直視する「移動」、発見した異常

模擬箇所及び取付け管部の詳細を確認する「側視」、断面変化部における調整作業をする「断面変

化」に区分した（走行中の継手部の側視は移動に含む）。これより、機種3では、断面変化に要す

る作業時間を大きく短縮できていることが分かる。機種3は自動でカメラの高さ位置を変えること

ができるリフト機能を有しており、断面変化部による日進量低下を最小限にとどめることができて

いることから、日進量の観点から有効な機能であるといえる。また、側視に要した時間については、

全体の約4～7割を占めることから、今後テレビカメラ調査機器の日進量の向上を目指すためには、

側視の時間短縮が大きな課題になると考えられる。 

 

表 12 テレビカメラ調査機器の日進量 

 機種 1 機種 2 機種 3 

日進量（m/日） 162 168 222 

標準的な歩掛の日進量（m/日） 240 240 240 

比率 0.68 0.7 0.93 

 

 

図７ テレビ調査機器の機種別・作業項目別の作業時間 
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（２）大口径管路での実験結果 

a）長時間飛行実験 

図８は、当該実験におけるドローン調査機器の機種別の総飛行距離及び飛行速度を示したもので

ある。機種A、機種C及び機種D（いずれも飛行タイプドローン）を用いた調査は、18%程度の水位

になると飛行速度の低下又は飛行が困難になることが分かった。管内水位を高くすると総飛行距離

が短くなる点から、ドローン自身が巻き起こす風の跳ね返りや水しぶきによる操作性への直接的な

影響が考えられる。また、実験中に機種A及び機種Cにおいて電波の受信不良による飛行停止が確

認されたこともあり、管内水による電波の減衰や反射障害が飛行速度の低下や飛行の困難に寄与し

ているとも考えられる。ドローンで用いる電波の周波数は、Wi-Fiと同様の2.4GHzであり、高い周

波数帯に区分される。電波は周波数が高いほど減衰しやすい特徴があるため、現在の周波数より低

い周波数帯の電波を使用する等の対策を行えば、飛行障害を改善できる可能性がある。総飛行距離

に着目すると、本体重量が大きいほど総飛行距離が長い傾向があった。本体重量にはバッテリーが

含まれているため、搭載しているバッテリー容量の違いが総飛行距離に影響したものと考える。  

b）管内異常の調査性能確認実験 

表13、図９にドローン調査機器の各機種における模擬異常を確認できた程度を示す。表中の各列

の左の記号（◎～×）は現地モニターで模擬異常を確認できた程度を示し、右の記号（◎～×）は

ドローン撮影画像から後日判読によって模擬異常を確認できた程度を示す。機種Aは、ドローン調

査機器の性能上、現地では撮影のみで異常をリアルタイムで確認できないが、後日判読により全て

の異常を確認できた。機種B及び機種Dは、現地モニターでは、クラック（ランダム）についての

み異常模擬鉄板の存在は確認できたが、異常模擬鉄板に再現した異常までは確認できなかった。一

方、後日判読では、機種Bは異常を確認できたが、機種Dは異常を確認できなかった。機種Cは、

現地モニターで全ての異常を詳細に確認できた。 

カメラの画質の点では、機種B及び機種C、機種A、機種Dの順で性能が良い。カメラ制御の点で

は、機種Cは走行中にカメラの向きを変えることができるが、その他の機種は固定である。基本的

には画質の良い順番に沿った結果が出ており、機種Cはカメラが可動であることによってより鮮明

に異常を確認しやすくなったと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ ドローン調査機器の機種別の総飛行距離・飛行速度（※機種 B は、総水面走行距離・水面走行速度） 
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表 13 ドローン調査機器の機種別の模擬異常確認の程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図９ ドローン調査機器の機種別の模擬異常の撮影写真（クラック（軸方向））  

 

３．３ まとめ 

テレビカメラ調査機器及びドローン調査機器について、下水道管路模擬施設を用いた実験を行い、

性能を確認した。テレビカメラ調査機器は、日進量に側視が大きく作用していることを定量的に確

認できた。テレビカメラ調査機器の日進量の向上を目指すためには、側視の時間短縮が大きな課題

になると考えられる。ドローン調査機器は、サイズやタイプ等、機種によって特徴が大きく異なる

が、飛行可能な管内水位の制約を除けば殆どの機種で異常の判読が可能であり、今後多くの現場で

の適用が期待される結果であった。 

機種 水位
クラック

（軸方向）
浸入水

クラック
（円周方向）

腐食
管の

継手ズレ
クラック

（ランダム）

機種A 0% ×／○ ×／○ ×／○ ×／○ ×／○ ×／○

20% ○／○ ○／○ ○／○ ○／○ ○／○ △／○

30% ○／○ ○／○ ○／○ ○／○ ○／○ △／○

0% ◎／◎ ◎／◎ ◎／◎ ◎／◎ ◎／◎ ◎／◎

10% ◎／◎ ◎／◎ ◎／◎ ◎／◎ ◎／◎ ◎／◎

0% ○／○ ○／○ ○／○ ○／○ ○／○ △／△

10% ○／○ ○／○ ○／○ ○／○ ○／○ △／△

◎：異常の詳細まで確認　○：異常を確認　△：模擬鉄板の確認はできたが異常は確認できず　×：異常を確認できず

※機種Aの水位10％,20％,30％、機種Cの水位20％,30％、機種Dの水位20％,30％は、ホバリングの状況から飛行不可能と判定。

※機種Bの水位0％,10％は、管内水位が低く走行不可。

※クラック（ランダム）は、実際のクラックを再現した不規則なクラックを指す。

機種B

機種C

機種D
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４．おわりに 

本稿では、道路陥没の発生傾向と管材規格等の変遷との関係及び下水道管路模擬施設での各種点

検調査機器の性能確認・比較実験について報告した。道路陥没については、経過年数による影響が

支配的な要因ではなく、接合材の物性や基礎構造の変遷が、陥没件数の減少に影響を及ぼしている

可能性があることが判明した。今後は、本研究で整理した管材規格及び設計指針の変遷を踏まえ、

健全率予測式において布設年度による影響を考慮することが課題である。点検調査機器の性能確

認・比較実験については、テレビカメラ調査機器やドローン調査機器の実務での適用に関する課題

が判明した。今後は、引き続き国総研での下水道管路模擬施設を用いた点検調査機器の性能確認・

比較評価を進めるとともに、将来的には、民間企業等も下水道管路模擬施設を利用できるようにし、

更なる点検調査機器の技術開発及び新技術の活用を促進する。 
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６．下水処理水の衛生学的な安全性を考慮した技術基準 

及び管理手法に関する調査 

 

（研究期間 令和 2 年度～令和 4 年度） 

下水処理研究室  室   長 重村 浩之  

研 究 官 松橋 学 

研 究 官 山田 裕史 

 

1．はじめに 

公共下水道から公共の水域又は海域に放流される水の水質は、下水道法施行令の「放流水の水質

の技術上の基準」、及び水質汚濁防止法の一般排水基準等に基づき、管理されている。それらの指

標の一つである大腸菌群数は、昭和 13 年水道協会が第 7 回総会において水道協会協定として議決

された「放流水の水質標準」において「1 ㏄に付き 3000 個」1）とされており、現在に至るまで長

期に渡り放流水や排水基準として用いられてきた。一方で、平成 25 年 8 月の「水質汚濁に係る生

活環境の保全に関する環境基準の見直しについて（諮問）」を受け、環境基本法に基づく水質汚濁

に係る環境基準のうち、生活環境の保全に関する環境基準のうち、大腸菌群数を新たな衛生微生物

指標として大腸菌数へ見直された 2)。このことから、下水道からの放流水の水質の技術上の基準に

ついても大腸菌群数から大腸菌数への変更について検討を行う必要があり、国土技術政策総合研究

所では、下水道における大腸菌数の指標に関する実態の把握や測定方法、基準検討に必要な情報の

収集、整理を行った。 

本調査では、下水の大腸菌測定方法の室間精度を把握することを目的に、令和 2 年度及び 3 年度

に実下水試料の大腸菌測定を 3 つの測定機関で行い、異なる培地を用いた複数の測定方法の室間精

度を把握するとともに、令和 4 年度は得られた測定値を整理し、誤差の発生要因について検討を行

った。 

 

２．調査方法 

２．１ 調査概要 

調査対象を関東地方の 2 箇所

の下水処理場とし、採水試料

は、流入水を採取後、滞留時間

を考慮して二次処理水、放流水

を採取した。試料採取は 2021 年

1 月及び 2 月並びに 2022 年の 2

月及び 3 月の合計 4 回実施し

た。調査対象とした下水処理場

の諸元を表 1 に示す。なお、滞

留時間は実流入量から算出し、

接触時間は塩素混和池におけ

 A処理場 B処理場 

処理方式 オキシデーションディッチ法 嫌気無酸素好気法 

現有能力 
17,600 ㎥/日 

（晴天日最大） 

53,200 ㎥/日 

（晴天日最大） 

滞留時間 51時間 24分 17時間 15分 

消毒方法 次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸ナトリウム 

接触時間 25分 50分 

採水場所 流入水、二次処理水、放流水 

輸送条件 クーラボックスにて 5℃以下 

表 1 調査対象処理場 
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る接触時間を示している。 

 

２．２ 分析機関 

本調査では、2021 年は、分析機関 a 社、b 社、c 社、

2022 年は、分析機関 c 社、d 社、e 社で分析を実施した。

また、測定精度の管理のためそれぞれの年の調査では、

大腸菌測定時の操作開始時刻、及び試料測定順序等を統

一して実施した。なお流入水については、2021 年は各社

で分析を行ったが、2022 年は b 社のみで測定を行った。 

 

２．３ 測定項目 

（１）水質の測定 

水質測定は、水温、浮遊物質（SS）を下水試験方法 3）

に準じて測定すると共に、アンモニア態窒素（NH4-N）、

亜硝酸態窒素（NO2-N）、硝酸態窒素（NO3-N）、リン酸態リン（PO4-P）について測定を行った。 

（２）大腸菌群数及び大腸菌

数の測定 

大腸菌群数及び大腸菌数の

測定は、2 処理場の流入水、二

次処理水、放流水を各 2 回の

計 12 試料を対象とした。流入

水は、1 分析機関で繰返し測定

回数を 3 回とし、二次処理水

及び放流水については 3 分析

機関で繰返し測定回数を 5 回

として測定した。また、測定方

法は、特定酵素基質培地（培地

A）～（培地 F）の 6 種類は平板

法、最確数法は 1 種類（培地 H）

実施し、大腸菌群数についてデソキシコール酸塩培地による平板法（培地 G）を併せて実施した。

培地ごとの培養温度及び培養時間は、表 2 に示すとおり各機関で統一して行った。また、放流水に

ついては、大腸菌数が低濃度となり、平板法での精度が不十分となる可能性があるため、平板法に

加え、特定酵素培地のメンブレンフィルター法（以下 MF 法）を併せて実施した。加えて、2022 年

においては、市販の大腸菌標準試料（バイオボール）を用いて大腸菌数を任意に設定した測定を各

測定回に併せて実施し、回収率も確認した。 

 

３．結果及び考察 

３．１ 水質測定の結果 

水質項目測定結果として、SS については、流入水で 150mg/L 程度、処理水で 2～4mg/L 程度であ

った。また、処理水窒素の形態及び濃度を確認し、良好な処理であることを確認した。 

表２ 培地ごとの培養温度及び培養時間 

図１ デソキシコール酸塩培地を用いた平板法による 

大腸菌群数の測定結果 

大腸菌群数の測定結果 

培地 培地温度［℃］ 培養時間［時間］

A 36 20

B 36 21

C 37 24

D 36 20

E 36 24

F 36 24

G 35 20

H 35 24
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３．２ 大腸菌群数及び大腸菌数の測定結果 

対象処理場の処理状況実態把握のた

め、現在の公定法であるデソキシコール

酸塩培地平板法（G）の測定結果について

一試料当たり 5 回測定した結果の平均値

を 図 １ に 示 す 。 流 入 水 で は 104 ～

105CFU/mL 、 二 次 処 理 水 で は 102 ～

103CFU/mL、放流水では、A 処理場で 101

～ 102CFU/mL 、 B 処 理 場 で 100 ～

101CFU/mL 程度であり、2 カ年の調査では

大きな変化はなかった。2 処理場の放流水

については、放流水の水質の技術上の基

準値である大腸菌群数 3,000 個/mL を大き

く下回る結果であることから、対象処理

場において良好な処理が行われているこ

とが確認できた。特定酵素基質平板法の

6 種類及び最確数法 1 種類の合計 7 種類

の測定結果を用いて、大腸菌群数に占め

る大腸菌数の割合について、それぞれの

測定法ごとに 4 回の平均値（各 1～４回

の採取試料の測定結果における割合をそれぞれ算出し、それらを平均したもの）を算出し、グラフ

上に示した。特定酵素基質培地 A～F 及び最確数法 H における割合を左から順に並べ、試料の種類

ごとに区分して図２に示す。算出では、A 処理場、B 処理場の流入水及び二次処理水は特定酵素基

質培地平板法の結果を用い、放流水については、低濃度であることから特定酵素基質培地 MF 法の結

果を用いた。その結果、流入水で 21～58％、二次処理水で 17～33％、放流水で 2～21％の範囲であ

った。下水が処理される過程で大腸菌群数に占める大腸菌数の割合が小さくなっていた。また、過

去の調査 4）では、二次処理水では概ね 20～40％の割合との報告がされており、本調査において、や

や低い値を示す培地があったものの、同様の結果となった。 

 

３．３ 分析室間精度及び測定誤差要因の検討 

まずはじめに、2 カ年の特定酵素培地による大腸菌数測定の調査結果から分析室間精度算出に用

いるデータの抽出行った。データの抽出は、同一試料を 5 回測定した結果より変動係数を算出し、

それらが 30％以内であれば繰り返し精度が確保されているものと判断しデータを抽出した。次に、

分析室間の精度の算出は、抽出したデータを用いて、同一試料に対し 1 機関当たり 5 回の測定値の

平均値を用いて、3 機関の分析機関の変動係数を算出した。分析室間精度の評価は、水道水質検査

方法の妥当性評価ガイドライン 5）における目標値を参考に、3 機関の間の変動係数が 35％以内であ

れば精度が確保できると判断した。前述の方法により抽出したデータから分析室間精度を算出し、

培地 A～F 及び各試料ごとに 2～4 回の測定結果（4 回の測定結果のうち、3 機関ともに繰り返し測

定の変動係数が 30%以内だったもの）の各回の 3 機関室間精度について、平均値、最大値（バー上

端）、最小値（バー下端）を図３に示す。特定酵素基質培地 A～D は、抽出したすべての試料で室間

図２ 特定酵素基質培地測定結果(平均)に基づく大腸菌群数に

占める大腸菌数の割合 

（4 回の採取試料における測定の平均値） 
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精度が 35％以内に入っていた。一方、

平均値としては、35％以内となってい

たが、特定酵素基質培地 E 及び F の A

処理場の放流水（2 回目の試料）におい

て 35％を超えるものがあった。E 及び

F 培地の 1 つの試料のみで 35％を超え

た原因について、試料が低濃度であっ

たことに加え、それぞれの機関の測定

値の平均値は 2 機関で同値であり、１

分析機関のみが若干大きな値となった

ことにより変動が大きくなっているこ

とから、値が大きくなった分析機関の

分析時に何らかの原因があった可能性

があるものの、本調査では明確な理由は分からなかった。 

次に、繰り返し精度に与える測定誤差の発生要因の検証のため、比較的安定して測定結果が得ら

れた 2021 年の特定酵素培地による大腸菌数測定の調査結果を用いて、計数値（コロニーカウント時

のコロニー数）と変動係数の関係を整理した。その結果一培地の 1 回の試験結果を除きすべての培

地においても計数値が 20 個以上であれば概ね繰り返し精度 30%以下となることが分かった（図４）。 

また、2022 年の調査結果では、想定した繰り返し精度と回収率が得られないものが多数見受けら

れたことから、原因を整理した。1 試料に対して 5 回の繰り返し測定精度が 30％以下のものを◎と

して、それ以外のものについて、計数値が 20 個以下のものを▼、測定回のバイオボールを用いて測

図３ 分析室間精度（特定酵素培地による大腸菌数測定値に

基づく室間の変動係数） 

図４ 2021 年の特定酵素培地による大腸菌数測定結果に基づく計数値と変動係数 

計数値 20 以上で
30％を超えたもの
は 1 回のみ 
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定した回収率が 70％以下のものを◆、▼及び◆のものを■としてすべての測定結果を整理した結果、

d 社、e 社に多く◎以外の印が表示された（表３）。原因を調査するため、各社に測定に関するヒア

リングを実施した。その結果、測定手順や使用設備に大きな違いはなかったが、測定経験について

差異が見られた。c 社は 2021 年と 2022 年の両年度に測定を実施しており、各種培地を用いた特定

酵素基質培地平板法の測定経験が豊富であった一方で、d、e 社については、大腸菌群数の測定に関

しては十分に経験があるものの、大腸菌測定を実施した経験や、本検討のように一度に同じ試料を

大量に測定する経験が殆どなかった。このことから、測定誤差の発生の一因として、習熟度の差が

精度低下につながった可能性が考えられた。また、2021 年調査では、大腸菌群数と大腸菌数につい

て計数時に適切なコロニー数のシャーレをそれぞれ選定したのに対し、2022 年は、大腸菌群数を計

数したものと同じシャーレで大腸菌数の計数をしており、放流水以外の試料のうち希釈により 20 個

 

測定

機関
処理場-サンプル A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

A処理-二次 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ - - - - - - - - - - - -

A処理-放流 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ - - - - - - - - - - - -

B処理-二次 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ - - - - - - - - - - - -

B処理-放流 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ - - - - - - - - - - - -

A処理-二次 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ - - - - - - - - - - - -

A処理-放流 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ - - - - - - - - - - - -

B処理-二次 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ - - - - - - - - - - - -

B処理-放流 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ - - - - - - - - - - - -

A処理-二次 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎▼◎◎◎◎▼▼▼▼◎◎▼

A処理-放流 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎▼

B処理-二次 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

B処理-放流 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼■▼▼▼▼

A処理-二次 - - - - - - - - - - - - ◎■■▼■◎▼▼▼▼▼▼

A処理-放流 - - - - - - - - - - - - ◎◎◎▼◎◎◎◎▼◎◎▼

B処理-二次 - - - - - - - - - - - - ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

B処理-放流 - - - - - - - - - - - - ▼▼■■▼■▼▼▼▼▼▼

A処理-二次 - - - - - - - - - - - - ▼■■■▼■◎▼▼▼▼▼

A処理-放流 - - - - - - - - - - - - ▼◎■◆▼■◎▼◎▼◎▼

B処理-二次 - - - - - - - - - - - - ▼■■◎▼■▼■■◎◎■

B処理-放流 - - - - - - - - - - - - ▼■■■▼■▼■■■■■

a

各採水回及び培地

1 2 3 4

b

c

d

e

◎：繰り返し精度30%以下

繰り返し精度30％以上のうち計数値20個以下含むを▼、◆回収率が70以下のものを◆、（▼かつ◆）を■

表３ 特定酵素培地による大腸菌数測定結果に基づく分析室間精度のばらつきの原因の整理 
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を下回る少ない大腸菌数の場合が多かったことも原因と推察された。これらのことから、大腸菌の

測定精度を確保するためには、測定者の習熟度を確保するとともに、 適切な希釈により測定を実施

する必要があると考えられる。精度が確保されなかった原因について上述した以外の原因の可能性

も含めて、精度の確保につながる検討を今後も実施していく予定である。 

 

４．まとめ 

令和 2 年度から令和 4 年度にかけて下水処理場からの放流水の大腸菌群数及び大腸菌の濃度域を

調査すると共に、大腸菌を平板培養法で測定した際の測定精度を検討し、精度低下の原因について

整理した。本調査では、2 つの下水処理場の二次処理水、放流水について、大腸菌群数及び大腸菌

数の実態を把握し、3 つの測定機関で大腸菌測定の分析室間精度を把握した。実態として放流水で

大腸菌群数に占める大腸菌の割合は、2～21％であった。また、特定酵素基質培地を用いた平板法の

測定精度は、繰り返し精度が確保できている条件であれば、分析室間精度についても、概ね室間の

変動係数が 35%以内になると考えられる。一方、測定者の習熟度や測定時の試料希釈倍率が精度に

影響する結果となった。これらのことから、下水の大腸菌測定の際には、希釈倍率等に留意し計数

値が 20 個程度以上となるようにすることが測定精度の確保に有効であると考えらる。 

  

参考文献 

1） 下水道技術開発委会議：環境基準見直しによる大腸菌数の排水基準設定に伴い発生する課題に関する調査

研究報告書、平成 29 年 3 月 

2） 環 境 省 ホ ー ム ペ ー ジ ： 水 質 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準 の 見 直 し に つ い て （ お 知 ら せ ） , 

http://www.env.go.jp/press/110052.html、令和 4 年 3 月 23 日現在 

3） 下水試験方法 2012 年度版上巻、公益社団法人日本下水道協会 p229,p251, 

4） 原田一郎、藤井都弥子、小越 眞佐司、對馬育夫、：下水処理施設への新たな衛生学的指標導入に関する検

討、平成 24 年度下水道関係調査研究年次報告書集、国土技術政策総合研究所資料、No.773、pp59-66、2014 

5） 厚生労働省、 水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン、p5、平成 24 年 9 月 6 日、最終改定平成 29

年 10 月 18 日 

 



49 

 

７．下水道から排出される温室効果ガス対策に関する調査 

 

（研究期間 令和 2 年度～令和 4 年度）  

下水処理研究室   室   長 重村 浩之  

研 究 官 石井 淑大  

研 究 官 松橋  学  

交流研究員 安倉 直希  

 

１．はじめに 

日本は、温室効果ガス（GHG）の排出量を 2030 年までに 2013 年度比で 46 %削減し、2050 年

までにカーボンニュートラルを達成することを目標に掲げており、下水道事業においても GHG

の排出量を削減することが必要である。下水道事業全体における GHG 排出量の内訳は、曝気

等の処理場の運転にかかる電力消費に由来するものが半分以上を占め、次に汚泥焼却により排

出される一酸化二窒素（N2O）が約 5 分の 1 を、水処理により排出される N2O が約 8 %を占め

ている 1)。これらの内、電力消費については再生可能エネルギーの利活用等、汚泥焼却につい

ては N2O 排出抑制型の焼却炉の普及等により削減対策が進んでいる一方で、水処理由来の N2O

については有効な対策が取られていない現状である 2)。  

水処理過程における N2O の生成については、活性汚泥中の微生物によるアンモニア性窒素の

硝化・脱窒過程の副産物として生成されることが知られているが、その生成量をコントロール

する要因については未解明の部分が多く残っている 3)。また、水処理により発生する N2O は時

間変動や季節変動が大きく、実測にはコストがかかるため、実下水処理場における排出量の実

態を把握できていない状況である。  

そのため国総研では、水処理により排出される N2O の実態を把握し、N2O の生成要因を明ら

かにするため、実下水処理場における排出量調査や、パイロットプラントを用いた実験等を実

施してきた。本研究課題「下水道から排出される温室効果ガス対策に関する調査（令和 2～4 年

度）」では特に、段階的高度処理による N2O 排出量の削減可能性と、処理方式による N2O 排出

量への影響に着目し、調査研究を実施してきた。本研究課題の最終年度となる本年度は、令和

3年度に引き続き、複数の処理方式で並列して下水処理を行っている実下水処理場における N2O

排出量の実態調査 4)を実施したので、本稿ではその結果について報告する。なお、本研究の成

果については、GHG インベントリの更新や、GHG 排出量を低減する下水処理場運転手法の提

案等に活用されることを目指している。  

 

２．研究内容 

２．１ 調査の概要 

実際の下水処理場における水処理から排出される N2O については、流入下水の水質や活性

汚泥中微生物の組成など、様々なパラメータの影響により排出量が大きく変動する。その中で

も処理方式による影響を評価するために、同じ流入下水を異なる 4 種類の処理方式により並列

で処理している実下水処理場において、各処理系列からの N2O 排出量の実態調査を行った。  
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２．２ 調査方法 

令和 3 年度に 7 月（夏期）と 1 月（冬期）の 2 度調査を実施した下水処理場において、令和

4 年度は 6 月 2～3 日（春期）と 10 月 27～28 日（秋期）の 2 度調査を実施した。本処理場は、

同一の流入下水を標準活性汚泥法（標準法、系列①）、嫌気好気活性汚泥法（AO 法、系列②）、

嫌気無酸素好気法（A2O 法、系列③）、ステップ流入式多段硝化脱窒法（ステップ法、系列④）

の 4 種類で並行して処理している。  

N2O の排出量は時間変動が大きいことが知られているため 5)、各調査日において昼 12 時から

翌日の昼 12 時まで 4 時間に 1 回、計 7 回サンプルを採取した（12 時、16 時、20 時、24 時、翌

日 4 時、8 時、12 時）。サンプルの採取地点は、最初沈澱池（初沈）、反応槽の 4 地点（水流方

向に 4 分割）、最終沈殿池（終沈）、返送汚泥の反応槽への流入直前の地点（返送）の計 7 地点

である。この 7 地点で水サンプルを採取し、返送を除く 6 地点で気体サンプルを採取した。採

取と同時に、気温、気圧、水温、DO 濃度、pH、ORP を測定した。  

気体サンプルの採取は、自作のガス捕集器を用いて行った 4)。好気槽では、漏斗状のガス捕

集器を水面に密着させ、曝気により大気中へ放出される空気を 1 L のガスバッグに採取した。

初沈および終沈、嫌気槽等の曝気を行わない槽では、気体の発生量が微量のため、ポリ瓶の底

を切り取った形状のガス捕集器を水面に密着させて 20 分間静置し、その間に発生した空気を

採取した。得られた気体サンプル中の N2O 濃度を、電子捕獲検出器（ECD）付きガスクロマト

グラフ（GC-8A、 SHIMADZU）により、キャリアガスを Ar + CH4（5 %）、インジェクター、カ

ラム、検出器の温度をそれぞれ 250、80、250 ℃の条件で測定した。得られた N2O 濃度に当該

時間の曝気風量を乗じることで、単位時間当たりの N2O 排出量を算出し、さらに当該時間の処

理水量で除すことで N2O の排出係数（単位処理水量あたりの N2O 排出量）を算出した。  

水サンプルは、溶存態 N2O 濃度分析用と水質分析用の 2 種類を採取した。溶存態 N2O 濃度

分析用のサンプルは、予め Milli-Q 水 9 mL と活性汚泥の不活化剤として 20%グルコン酸クロル

ヘキシジン溶液 160 μL を封入して密閉した、容積 22 mL のヘッドスペースバイアル瓶に、注

射針で 3 mL 注入して採取し、ひとサンプルにつき 3 連採取した。採取した水サンプル中の N2O

濃度を、ヘッドスペースオートサンプラー（HS-20、SHIMADZU）に接続した ECD 付きガスク

ロマトグラフ（GC2014、SHIMADZU）により、恒温温度および時間を 40℃および 150 分の条

件で測定した。水質分析用の水サンプルは、保持粒子径 1.0 μm のガラスろ紙でろ過した後、

DOC と各態窒素等（アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素、全溶存窒素）の濃度を分

析した。  

 

２．３ 調査結果 

令和 3 年度に実施した調査結果も含め、本調査により算出した N2O の排出係数の一覧を表 1

に示す。なお、表 1 の数値は、各調査において 7 回採取した試料の平均値となっている。冬期

の系列②および系列③の 2 回分の調査結果のみが現行値と比較して大きく、それ以外の 14 回

分の調査結果は現行値よりも小さくなった。また、それぞれの系列における春夏秋冬の 4 回分

の調査結果の単純平均値は、すべての系列で現行値よりも小さい値であった。  

本下水処理場の調査対象系列における年間の N2O 排出量（CO2相当量）は、N2O 排出係数の

現行値から算出した結果は、1,207 t-CO2（排出割合は、系列①：66 %、系列②：22 %、系列③：

3 %、系列④：10 %）であった。一方で、本調査において算出した N2O 排出係数を適用した結
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果、年間の N2O 排出量（CO2 相当量）は 282 t-CO2（排出割合は、系列①：3 %、系列②：75 %、

系列③：9 %、系列④：13 %）と、4 分の 1 以下の値となった。特に、標準法で運転している系

列①の排出量が大幅に低減した。これは、系列①が硝化促進運転を実施しており硝化がスムー

ズに進行しているため、N2O の排出が抑制されたためと推測される。本結果から、現行の N2O

の排出係数は、個々の下水処理場において検討した場合には N2O 排出量の実態と乖離している

可能性が示された。ただし、本下水処理場への流入下水の BOD や窒素（全溶存窒素、アンモニ

ア性窒素）の濃度は、いずれもが全国平均と比較して低いため、本調査結果と現行値を単純に

は比較できないことに留意する必要がある。  

系列②～④の N2O 排出係数の調査結果は、冬期の値が他の調査時期の値と比較して 2 倍以上

大きくなっていた。特に系列②では、冬期の N2O 排出係数は夏期と比較して 20 倍以上の値と

なっており、N2O 排出量が季節により変動していることが改めて示された。本下水処理場のよ

うに硝化促進運転を実施している場合、冬期に水温が低下すると硝化細菌の活性が低下して硝

化速度が遅くなり、N2O の排出量が増加する可能性が考えられる。本調査における冬期の反応

槽の水温測定結果は時間によらず常に 17℃程度であり（春期：24℃、夏期：25℃、秋期：23℃）、

水温の低下が冬期の N2O 排出量の増加に関係していた可能性がある。一方で、全ての系列にお

いて夏期が最も N2O 排出係数が小さく、夏期の高水温とそれに伴う硝化細菌の活性化が影響を

与えた可能性が考えられるが、春期および秋期との水温差は 1～2 ℃であり、その他の要因につ

いても検討する必要がある。夏期の最初沈殿池中の全溶存窒素濃度は他の季節と比較して低か

った（夏期の最大値：14.5 mg-N/L、その他の調査時期の最大値：20.0～21.2 mg-N/L）ため、こ

れが N2O 排出係数が小さかった要因の一つである可能性がある。  

 

表 1 N2O 排出係数の算出結果（mg-N2O/m3）4) 

*現行値：環境省、国交省が定める排出係数 6) 

 

4 系列の中で最も N2O の排出係数が高かった系列②について、夏期と冬期の槽ごとの N2O 排

出係数と各態窒素濃度の比較を図 1 に示す。AO 法を採用している系列②において、夏期は好

気槽の後段３においてアンモニア性窒素濃度が 0.1  mg-N/L 以下になっている一方で、冬期に

おいては 0.4 mg-N/L と残存している。冬期は水温が低く硝化速度が遅いため、好気槽の前段１

や中段２だけでは硝化が完了せず、後段にもアンモニア性窒素が残存していると推定される。

また、亜硝酸性窒素が好気槽の中段２で検出されている。系列②の冬期は好気槽の中段で N2O

排出量が大きくなっていることが分かり、亜硝酸態窒素の検出と N2O 排出に関係がある可能性

が改めて示された結果となっている。好気槽内において N2O が主に排出される地点は夏期と冬

期で同様となっており、ともには中段 2 および後段 3 で排出されていることが分かる。これら

は主に硝化が進行していると推測される地点と対応しており、硝化の副生成物として N2O が生

成されていると考えられる。アンモニア性窒素の硝化速度は水温が高いほど早くなることから、

春季 夏季 秋季 冬季 平均 現行値*

系列①（標準法） 2.8 0.3 0.5 2.7 1.6 142.0

系列②（AO法） 6.8 3.6 8.2 76.6 23.8 29.2

系列③（A2O法） 6.1 3.6 6.3 19.3 8.8 11.7

系列④（ステップ法） 3.4 0.4 3.1 7.5 3.6 11.7
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水温が高い夏は好気槽の前半部分で硝化が進み、その副生成物として N2O が生成しているが、

水温が低い冬期においては、硝化が進むのが遅く、後段においても硝化が進行し、その副生成

物として N2O が生成していると推測することができる。  

図 1 系列②における夏期と冬期の槽ごとの N2O 排出係数と各態窒素濃度 4) 

３．まとめ 

本年度の調査により、4 種類の異なる処理方式における春夏秋冬の N2O 排出係数を算出す

ることができ、季節変動や各態窒素濃度の変化、水温等との関係を明らかにすることができ

た。主に令和 2、3 年度に実施した段階的高度処理による N2O 排出量の削減可能性調査も含

め、本研究課題を通じて下水処理に伴う N2O 排出の実態把握が進んだと考えられる。今後

は、実下水処理場における N2O 排出量の実態をより正確に把握し排出係数をより実態にあ

ったものへ改定するために、実下水処理場における調査を継続していく。また、多くの下水

処理場において調査が促進されるよう、N2O 排出量の調査方法のマニュアル化を進めてい

く。  
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８．下水処理場におけるエネルギー最適化に関する調査 

 

（研究期間 令和 2 年度～令和 4 年度） 

下水処理研究室  室   長 重村 浩之 

                              研 究 官 中村 憲明 

                              研 究 官 山田 裕史 

 

１．はじめに 

持続可能な社会を目指す世界的な潮流において、日本は 2050 年までに脱炭素社会実現を目標に

掲げている。下水道分野でも国土交通省にて脱炭素社会の実現に貢献する下水道の将来像を定め、

関係者が取り組むべき総合的な施策とその実施工程表を「脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員

会報告書」としてとりまとめている１）。下水道の有するポテンシャルの最大活用、温室効果ガスの

積極的な削減、地域社会との連携といった取り組みを推し進めて 2030年の温室効果ガス排出量 46％

削減、そして 2050 年のカーボンニュートラル実現を目標とするものである。 

脱炭素化を進めるにあたっては、下水処理場における機器の電力消費量の現状を把握することが

重要である。過年度には電力消費量が大きい中大規模処理場を対象に、電力消費量を算出するため

の算出式の作成、省エネ機器の導入や創エネ技術の導入による電力消費量削減効果の試算等を行っ

た。今後は機器の仕様を考慮した、より詳細な検討を行う必要があった。 

本研究は令和 2～4 年度において実施された。オキシデーションディッチ法（OD 法）、標準活性

汚泥法（以下、標準法）、高度処理法について、必要空気量等に応じた機器の仕様等を設定し、電力

消費量等を試算した。 

また、「脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員会報告書」の考え方に沿い、下水道における資源・

エネルギー有効利用対策が、社会に与える効果の検討も重要である。そのため、令和 4 年度におい

ては、下水由来の資源を活用することによる温室効果ガスの削減効果を試算し、地域社会を包含し

た下水道施設のエネルギー消費量や温室効果ガス排出量の最適化に資する調査も実施した。 

 

２．各種処理方法における電力消費量

２．１ 研究方法 

試算では、OD 法、標準法、循環式硝化脱窒法（以下、循環法）、嫌気無酸素好気法（以下、A2O

法）の水処理設備(最初沈殿池、反応タンク設備、最終沈殿池)、汚泥処理設備(汚泥濃縮設備、消化

設備、汚泥脱水設備)を対象とし、場内ポンプ場、沈砂池設備、消毒設備は対象外とした。また、表

１に示す標準法、循環法、A2O 法の日最大流入水量 100,000m3/日においては、汚泥焼却設備を設置

した場合についても試算を行った。なお、今回は機器の運転による電力消費量を対象としており、

重油等のエネルギーについては含めていない。 

試算にあたってはまず、処理場規模、流入・放流水質、水処理方式、汚泥処分方法に応じた物質

収支を整理し、「下水道施設計画・設計指針と解説」2)（以下、設計指針）を参考として、処理に必

要な槽容量や反応槽の必要空気量、水理学的滞留時間、汚泥量を算出した。次にこれらの条件に基

づく水処理・汚泥処理を行うために必要な機器の仕様（ろ過速度や薬注率、濃縮汚泥や脱水汚泥の

汚泥濃度等）、設置台数、稼動時間を設定し、  
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電力消費量＝電動機容量×台数×負荷率×稼動時間  

の式から各機器の電力消費量を算出した。 

各処理方式において、表２に示す機器の

組み合わせの違いによる電力消費量の違

いについて試算を行った。OD 法のような

最初沈殿池のない処理法で反応タンクか

ら直接引き抜いた汚泥の脱水を行う場合、

多重板型スクリュープレスが用いられる

ことがあるため、試算ケースとして［多重

板型スクリュープレス－汚泥濃縮なし］と

［遠心式またはベルトプレス－重力濃縮

あり］を設定した。 

試算を行った流入水量、機器の設定パ

ターンを表２に示す。過年度の調査結果

より、OD 法は日最大流入水量の 7 割を日

平均流入水量とし、標準法、循環法、A2O

法については日最大流入水量の 8 割を日

平均流入水量とした。水処理設備及び汚

泥処理設備における必要空気量や設備容

量を計算するためには「日最大流入水量」

を用い、電力消費量の計算には「日平均流

入水量」を用いた。 

 

２．２ 研究結果 

OD 法における汚泥処理設備の電力消

費量算出結果を図１に示す。日平均流入水量 700m3/日、7,000m3/日どちらの処理規模においても遠

 

図１ OD 法における汚泥処理設備の電力消費量 

表２ 比較検討を行った機器 

 

表１ 流入水量及び機器の設定パターン 

 

遠心式またはベルト式 
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心脱水機を設定したケースが最も電力消費

量が大きく、日平均流入水量が 700m3/日で

は他のケースの約 1.5 倍、日平均流入水量

7,000m3/日では他のケースの 2 倍近い値とな

った。 

次に、汚泥脱水機の設置面積の試算結果

を図２に示す。日最大流入水量 1,000m3/日

において、遠心脱水機・ベルトプレス脱水

機に比べて多重板型スクリュープレス脱水

機の設置面積は 30%程度小さい結果となっ

たが、多重板型スクリュープレス脱水機は

１台あたりの処理能力が小さく、日最大流

入水量 10,000m3/日ではスクリュー本数、設

置台数が増えるため遠心脱水機・ベルトプ

レス脱水機に比べて設置面積は 2 倍近くと

なった。なお、図２に示した検討内容では

汚泥脱水機のみの設置面積で比較している

が、検討の設定において多重板型スクリュ

ープレス脱水機は濃縮設備なし、他の脱水

機では重力濃縮槽ありと異なっているた

め、全体での比較としては、濃縮設備の設

置面積も考慮した上で、電力消費も踏まえ

た総合的な考察が必要と考える。 

 標準法、循環法、A2O 法における電力消

費量については、日最大流入水量

100,000m3/日(日平均流入水量 80,000m3/日)

における試算結果について述べる。図３

に、各処理方式における散気装置別の水処

理設備の電力消費量を示す。いずれも、下

水汚泥処理施設における汚泥消化ありのケ

ースである。散気板の酸素移動効率を

20%、低圧損型メンブレン式散気装置の酸

素移動効率を 30%と設定しており、散気板

に比べて低圧損型メンブレン式散気装置を

設置した場合は送風機必要空気量が少なく

なるため、水処理設備の電力消費量はいず

れの処理方式でも低圧損型メンブレン式散

気装置を導入した場合は、散気板を導入し

た場合より 25%程度小さくなった。 

 

図３ 標準法、循環法、A2O 法における 

散気装置別の水処理設備の電力消費量 

約25％

 

図２ OD 法における汚泥脱水機の設置面積 

 

図４ 標準法、循環法、A2O 法における 

散気装置別の水処理設備・汚泥処理設備の 

電力消費量 

約15％
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 図４に、各処理方式に

おける水処理設備と汚泥

処理設備を合わせた電力

消費量を示す。汚泥処理

設備は、いずれもベルト

式ろ過濃縮とスクリュー

プレス脱水である。汚泥

処理を含めた合計値で

も、散気版を用いた場合

に比べ、低圧損型メンブ

レン式散気装置を使用し

た場合は、全体で電力消

費量が 15%程度低減して

いた。 

 図５に、各処理方式に

おける、汚泥消化設備有

りと汚泥消化設備無しの

電力消費量を比較した、

水処理設備と汚泥処理設

備を合わせた電力消費量

を示す。汚泥処理設備に

ついては、遠心濃縮と遠

心脱水、遠心濃縮とスク

リュープレス脱水の組合せを示している。いずれも、消化設備がある場合は、消化設備がない場合

と比べて汚泥処理設備全体の電力消費量が数%低くなっていた。汚泥消化後に汚泥量が減少したこ

とが影響していると考えられる。なお、これら以外のベルト式ろ過濃縮と遠心脱水、ベルト式ろ過

濃縮とスクリュープレス脱水の組合せにおいても、同様な結果が得られた。  

 以上、様々な処理規模、水処理方法、汚泥処理装置の組み合わせにおける電力消費量の比較を行

った。本結果は前提条件を設定して計算した一例に過ぎないが、特徴は示せたと考える。今後、下

水処理場における機器選定においては、本成果も活用しつつ、省エネルギーに資する機器の選定が

行われることが期待される。 

 

３．下水道における脱炭素に係る外部貢献方法に関する調査 

３．１ 研究方法 

 本研究においては、下水道資源を活用することで、輸入に頼っていた原材料を地産地消したと想

定した場合に、温室効果ガスの排出量がどのように変化するのかを試算した。 

 下水には有機物・無機物などの物質の他、下水熱や水そのものなど多様な資源が含まれ、下水処

理場はこれらが集積する場である。処理場は都市部近傍に位置することから、加工や利用が可能で

あるとともに、下水道資源を原料とすることで、輸送や製造にかかる温室効果ガス（GHG）排出量

を従来製品より減少させることができる可能性がある。図６にそのイメージを示す。海外からの資

  

遠心濃縮―遠心脱水 

 

遠心濃縮―スクリュープレス脱水 

図５ 標準法、循環法、A2O 法における、汚泥処理設備別の 

水処理設備・汚泥処理設備の電力消費量 
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源の輸送に係る GHGにつ

いて、国内資源を活用する

ことで削減が可能である。

また、例えば、カーボンニ

ュートラルな資源である

下水汚泥を燃料利用する

ことで、利用に係る GHG

も削減可能と考えられる。

本研究においては、下水道

資源の活用が下水道分野

外の GHG排出量の削減に

貢献すると捉え（GHG 削

減効果の外部貢献）、地域

全体への影響を試算する。 

資源活用に関する製造

時点の GHG 排出量は、調

査した処理場における電

力使用量より算出し 3）、従

来製品については環境省

資料 4）より引用し比較し

た。運搬由来の GHG 排出

の試算は、事例毎の実測

が困難であったことから

類推による試算を行っ

た。原料を輸入する資源

については、資源エネル

ギー庁資料 5）6）7）の実績よ

り、最大の輸出港から国

内の主要な港湾まで海運した場合の GHG 排出を採用した 8）9）。国内の輸送については自動車による

陸送 10）のみとし、従来製品は最寄りの港湾より処理場の位置する都道府県の県庁所在地まで、活用

製品については平均的な自治体の面積が 200km2である 11）ことから自治体中心から境界までを 15km

とし、自治体の直径にあたる距離 30km を陸送した際の GHG 排出量を算定した。 

 GHG 排出量の試算について、上記の試算方法を基に下記のように計算した。  

 

従来製品の GHG 排出量 ＝ 海外からの輸送による GHG 排出量 + 製造による GHG 排出量（温

室効果ガスインベントリを参照）12） 

 

下水道資源活用による GHG 排出量 13) ＝ 30km の輸送による GHG 排出量 + 製造による GHG

排出量（処理場への調査を参照） 

 

図６ 下水道資源活用による GHG 削減効果イメージ 

図７ 検討対象イメージ 
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GHG削減効果 ＝ 従来製品の GHG排出量 － 下水道資源活用による GHG排出量 + 従来製

品の燃料利用に伴う GHG 排出量（下水汚泥燃料のカロリー相当を削減）14) 

 

 図７に、検討対象のイメージを示す。国内の下水処理場にアンケート調査を行い、電気使用量か

ら下水道資源を活用した製品（以下、活用製

品）の生産量あたり GHG 排出量を試算し

た。従来製品も GHG 排出原単位を調査し、

比較を行った。その際、運搬による GHG 排

出を推計し、合算の上比較した。活用製品に

ついては下水処理場の規模（スケールメリ

ット）の他、製造設備（加工場）・需要地と

の関係も重要だと考えられたため、住居地

域、工業地域、農業地域のそれぞれに位置する処理場において GHG 削減効果を調査した。 

 

３．２ 研究結果 

 下水道資源の活用を行っている約 30処理

場を対象にアンケート調査を行った。対象

は地方でそれぞれ分散させ、調査結果に極

端な偏りがないよう留意した（表３参照。 

無回答を含む）。処理場の規模については、

小規模処理場において、対象となる有効利用

事例が少なく、その結果 1 処理場のみの選定

となった（表４参照）。選定の基準について

は新聞、専門誌等で紹介された著名な事例を

中心に抽出した。下水道資源の利用方法（表

５参照）については重複回答を含み、集計は

延べ数となる。調査内容は立地条件の他、処

理水量や水質等の基本的な条件、下水道資源

を活用するために要した電気使用量や生産量とした。下水道資源の活用方法については複数処理場

でデータを比較できるように選定したが、実用例の少ない活用法においては比較事例を得られない

事例もあった。 

 図８に、下水道資源利用における GHG 排出量の従来製品との比較の例として、下水汚泥の固形

燃料利用について流量別に 2 事例を示した。2 事例ともに、従来製品と比較して、GHG 排出量が大

幅に小さい結果となった。これは、使用時の GHG の違いが最も大きく影響しており、カーボンニュ

ートラルな資源である下水汚泥原料の固形燃料ではゼロであるが、従来製品である石炭では算定さ

れるためであった。また、燃料生産時に係る GHG 排出量について、文献値や処理場アンケートによ

り、下水汚泥由来固形燃料の方が大幅に小さい結果となったことも大きく影響していた。なお、下

水道資源と従来製品との GHG 比較については、固形燃料利用以外の方法においても、条件設定や

文献情報等に左右されると考えられ、今後、精度向上のため、更なる調査や算定方法の検討が必要

と考えられる。 

表３ 調査対象の地域分布 

表４ 調査対象の規模分布 

表５ 利用方法の分布 
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４.まとめ 

本研究は令和 2～4 年度において実施された。OD 法、標準法、高度処理法について、必要空気量

等に応じた機器の仕様等を設定し、電力消費量等を試算した。また、令和 4 年度においては、下水

由来の資源を活用することによる温室効果ガスの削減効果を試算し、地域社会を包含した下水道施

設のエネルギー消費量や温室効果ガス排出量の最適化に供する調査も実施した。 

下水道施設からの GHG 排出については OD 法、標準法、高度処理法について必要空気量等に応

じた機器の仕様や運転時間等を設定し、電力消費量を試算した。OD 法については、遠心脱水機を用

いると電力消費量が大きくなる傾向がある一方で、規模が大きくなる場合、多重板型スクリュープ

レス脱水機は、他の機器の 2 倍程度の面積が必要となった。ただし、今後、汚泥濃縮も含めた総合

的な考察が必要と考える。標準法や高度処理法においては、散気装置の種類により、電力消費量に

約 15～25%の差が見られた。また、消化設備がある場合は、消化設備がない場合と比べて汚泥処理

設備全体の電力消費量が数％低くなることが得られた。 

 下水道資源の活用という観点では、活用方法や周辺地域の環境を考慮すれば、GHG 排出量を減少

させつつ、外部へ資源を供給できることが示された。カーボンニュートラル実現のためには省エネ

のみならず、資源供給源として他分野の GHG 排出量の削減に繋がる役割を担う必要がある。更に

近年、化学肥料の原料や燃料が高騰や感染症による国際貿易の停滞等、安定的な資源獲得における

リスクが表面化している。下水道資源は国内の下水処理場に収集する体制が整っており、活用する

ためのハードルも低く、今後の利活用が期待される資源である。今後の研究活動においては、調査

すべき実例数を増やし、試算の精度を向上させる。カーボンニュートラルの実現のため、下水道施

設における GHG 排出削減と併せて、地域社会全体の GHG 排出削減を推し進めるためのモデル資料

としての考え方を、今後整理していく予定である。 
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